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はじめに 

 

平成 24 年 度水産庁事 業水産物フ ードシステ ム品質管理 体制構築推 進事業にお け

る海外の品 質・衛生管 理手法の高 度化先進地 調査は、Ｅ Ｕへの水産 物輸出国で あ る

タイ、イン ドなどの中 進国を中心 に行われて きたが、こ の度アメリ カ合衆国に お け

る水産物の 品質衛生管 理システム 及び流通現 場の状況を 調査する機 会を得た。  

米国 は 、水 産業 も 含め た経 済 先進 国で あ り、 EU への 水 産物 輸 出国 であ る と同 時

に日 本 への 輸出 国 でも ある 。EU 輸出 を 含め た米 国 にお ける 水 産物 の品 質 衛生 管理

シス テ ム及 び流 通 現場 の実 態 等の 情報 は 、我 が国 の 水産 業の 品 質衛 生高 度 化 と EU

等諸外国へ の輸出の取 り組みに大 いに参考に なるものと 思料される 。 

調査に当た って、助言 、協力を頂 いた水産庁 及び在米国 大使館並び に米国内 の 関

係各位に対 し、深く感 謝申し上げ たい。本報 告が水産物 の品質管理 や輸出に携 わ る

関係各位の 参考になれ ば幸いであ る。  
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Ⅰ  調査の概要  

１ ． 調 査 の 目 的 と 必 要 性  

（ １ ）  調 査 の 目 的  

EU 輸出 の 品質 衛 生管 理シ ス テム 及び 構 築の 実態 を 調査 し、 我 が国 の水 産 業の 品

質 衛 生 高 度 化 と EU 等 先 進 国 へ の 輸 出 の 取 り 組 み に 有 用 な 情 報 等 を 取 得 整 理 し 、 業

界 及 び 関 係 機 関 へ の 情 報 提 供 を 行 う 。  

（ ２ ）  調 査 対 象  

ア メ リ カ 合 衆 国 （ 米 国  USA United States of America） 水 産 業 の 品 質 衛 生

管 理 シ ス テ ム を 担 う 、 行 政 、 流 通 、 生 産 、 加 工 の 各 分 野 を 調 査 対 象 と し た 。  

（ ３ ）  調 査 の 必 要 性  

米国 は 、水 産業 も 含め た先 進 国で あり 、EU への 水 産物 輸出 国 であ ると 同 時に 日

本 へ の 輸 出 国 で も あ る 。 一 方 、 日 本 か ら の 主 要 な 水 産 物 輸 出 先 で も あ る 。  

EU への 水 産物 輸 出が 主要 な 産業 であ る 途上 国と は 異な り、 米 国内 で消 費 する 水

産 物 と EU へ 輸 出 さ れ る 水 産 物 は 、同 等 の 品 質 衛 生 管 理 シ ス テ ム が 実 施 さ れ て お り 、

そ の 実 態 、 構 築 シ ス テ ム を 把 握 す る こ と の 必 要 性 は 高 い 。 特 に 、 経 済 先 進 国 で あ る

米 国 に お け る EU 輸 出 証 明 制 度 な ど の 支 援 シ ス テ ム を 知 る こ と は 、 我 が 国 の 水 産 物

の 輸 出 を 円 滑 に す る 上 で 大 い に 参 考 に な る と 考 え ら れ る 。  

さ ら に 、 我 が 国 か ら の 水 産 物 輸 出 に 関 し て 、 米 国 内 の 取 り 扱 い 状 況 、 我 が 国 の 水

産 物 や 関 係 事 業 者 に 対 す る 要 望 な ど を 知 る こ と は 、 我 が 国 の 米 国 へ の 輸 出 振 興 の 上

で 、 意 味 は 大 き い 。  

 

 

図  Ⅰ .1-1 米 国 の 水 産 物 品 質 衛 生 管 理 シ ス テ ム 調 査 の イ メ ー ジ  
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２．調査方 法 

（１）  調査日程  

表 Ⅰ .2-1 米国調査 日程  

12/3（月） 入国  ワ シントン Ｄ .Ｃ . 

12/4（火）  

Silver Spring, Maryland 

USDC/NOAA 

12/5（水） 

New York／New Jersey 

水産物輸入 ・卸業者  

12/6（木） 

New York／New Jersey 

水産物輸入 ・卸業者  

日本貿易振 興機構（JETRO）ニ ューヨーク 事

務所  

12/7（金） 

New York／New Jersey 

ニューフル トン魚市場  

水産物輸入 ・卸業者  

日本産水産 物取扱い販 売店  

12/8（土），9（日） 移動等 ニ ュージャー ジー⇒シア トル  

12/10（月）  

Seattle, WA 

水産物生産 者（加工船 ）、加工業 者、水産物 商

社 

12/11（火）  帰国  

 

（２）  調査メンバ ー 

フードマネ ジメントサ ービス（株 ） 代表取 締役社長 坂本文男  

（財）日本 冷凍食品検 査協会 理 事 岩沼幸 一郎  

（社）海洋 水産システ ム協会 顧 問 長島徳 雄 

（社）海洋 水産システ ム協会 研 究部長 山 内和夫  

（社）海洋 水産システ ム協会 主 任技師 岡 野利之  
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３．調査事 項 

（１）  EU 輸出国 として、EU 輸出に 対する米国 内の制度、品質･衛生管理システ ム

基準及び政 府内の組織 体制、水産 業者（生産・加工・流 通）等の業 務実態を調

査する。  

（２）  我が国水産 物の主要な 輸出先とし て、水 産物 輸入に対す る国内の制 度、品 質･

衛生管理基 準及び政府 内の組織体 制、関係業 者（輸入業 者、加工・ 流通業者 、

販売業者等 ）の業務実 態、我が国 の水産物・ 水産業に対 する要請を 調査する 。 

３．１ 米 国の漁業と 水産物流通  

（１）  漁獲量は、 約 450 万トン弱の規 模でほぼ横 ばいとなっ ている。  

（２）  米国 EEZ 内の操業許 可を有する 米国漁船の 数は、25,000～27,000 隻と

推定されて いる。  

（３）  漁獲：  

2011 年の商業水揚 げ（食用や 工業用） は 53 億ドル相当 の 450 万 トン、

うち食用魚 介類の水揚 げは、2011 年では 79 億ポン ド（360 万トン）で あ

った。  

（４）  水産物貿易 ： 

2011 年の水産物の 輸入総額 は 308 億ドルで、2010 年と比較して 34 億

ドル（12.4％）増加 した。  

2011 年の水産物の 輸出総額 は 260 億ドルで、2010 年に比べ 37 億ドル

（16.6％）増加した 。 

食用水産物 の輸出は 54 億ドルで 、2010 年と比べて 10 億ドル（ 22.7％）

増加した。 非食用水産 物の輸出 は 206 億ドルで、2010 年より 26 億ドル

（14.4％）以上増加 した。  

輸出品目は 、冷凍魚（ フィレを除 く）、フィ レ（生鮮・冷蔵、冷 凍 ）、甲殻類 、

貝類・イカ ・タコ、魚 の調製品、 生鮮・冷蔵 の魚（フィ レを除く） など。  

図Ⅰ.3-1 に、米国の 水産物主要 輸出先（量 ）を示す。  
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図  Ⅰ .3-1 米国の水 産物主要輸 出先（量） 2011 年 

 

（５）  関連資料  

関連資料１ ： Fisheries of the United States - 2011 
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３．２ 米 国の水産物 の安全性に 係る連邦機 関 

米国におけ る水産物の 生産、加工 、流通、消 費に対応す る代表的な 連邦機関に は 、

食 品 医 薬 品 局 （ FDA： Food and Drug Administration） 及 び 国 立 海 洋 大 気 庁

（NOAA：National Oceanic and Atmospheric Administration）があ る。  
 

 

図 Ⅰ .3-2 米国の水 産物の安全 性に係る連 邦機関  

（１）  保健社会福 祉省食品医 薬品局（USDHHS FDA） 

FDA は、米国国民の 食品安全に 責任を持つ 。これは、 国内で製造 される 水

産物、及び 輸入水産物 を含むもの である。  

輸出水産物 は、国内の 品質衛生基 準を満たし ていれば問 題は無い。輸出用 と

しての、特 別な衛生基 準があるわ けではない 。 

FDA は食品衛生に関 して、法律 や、法的強 制力が有る 規則を作り 、これ に

基づいて業 務を行うが 、水産物、水産食品の 輸出に関わ るＨＡＣＣ Ｐの認定 実

務は行って おらず、Ｎ ＯＡＡが行 っている。  

FDA の食品の安全確 保に関する 主要な役割 は、基準の 設定と執行 にある 。

食品施設の 検査、物理 的・化学的・微生物学 的汚染に関 する試験・調査、食品

添 加 物 及 び 色 素 添 加 物 の 基 準 策 定 、 市 場 流 通 前 の 監 視 、 あ る い は GMPs や

HACCP の シ ス テ ム 構 築 で あ る 。 さ ら に 、 小 売 店 や フ ー ド サ ー ビ ス の 検 査 に

関しては、 州や地域政 府に対し、 model Food Code 等の model code や 指

針の制定と いった技術 的支援を行 う。  

違反行為に 対しては、法的措置を 行い、回収（recall）を求めるこ とができ

る。そ して 食中毒 の発 生に際 して は、追 跡調 査（trace back）や 自主的 な回

収の監視な どに重要な 役割を果た す。  
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（２）  商務省国立 海洋大気庁 （USDC NOAA） 

NOAA は、経済官庁 である商務 省の管轄下 にあり、水 産業の業界 支援の 立

場で業務を 行う。  

食品衛生に 関しては、 FDA の法律や、基準 に基づき、 業者が水産 物を衛 生

的に製造し 、取り扱う 上での、HACCP 方式による、具体的で、現場に対応 し

た方法の提 供、コンサ ルテーショ ン指導、基 準等を満足 しているか の認定検査 、

証明書の発 行を行う。  

NOAA の持つシーフ ード検査プ ログラムは 、魚、貝、 水産食品の 業界へ 検

査サービス を提供して いる。 NOAA シーフ ード検査プ ログラムは 、しばしば

米国商務省（USDC）の魚介類の 検査プログ ラムと呼ば れ、商務省 のマーク と

USDC 名称を冠して 使用されて いる。（図 Ⅱ.5-1 参 照）  

NOAA シーフード検 査プログラ ムは、該当 するすべて の食品規制 の遵守 を

保証し、サ ービスごと に専門の検 査の様々な サービスを 有料で提供 している 。

プログラム は、施設と 船舶におけ る、品質管 理システム とプロセス の監査を 提

供している 。製品の品 質評価、等 級と認定サ ービスは製 品ロットご とに行わ れ

ている。  

輸入、輸出 、国内販売 に関わらず 、NOAA の消費安全 検査官は、 検査を 要

請された生 産者や販売 者を評価す るために、世界中の漁 船、加工場 、及び冷 蔵

施設に出張 する。これ らの事業者 は、検査に 合格した場 合、NOAA の認定 施

設となるが 、FDA に よるすべて の通常の査 察対象とな る。  

NOAA のミッション は、水産業 界に科学ベ ースの検査 サービスを 提供す る

ことによっ て、アメリ カの消費者 の利益のた めに、水産 物の市場性 と持続可 能

性を高める 安全性と品 質を確保す ることにあ る。  

（３）  その他関連 部局  

①  米国農務省 （USDA： U.S. Department of Agriculture）  

USDA で は、検査と 監視を行う 食品安全検 査局 FSIS（Food Safety and 

Inspection Service）が食品安 全に関わる 中心的役割 を担う。  

FSIS は、国産品及び 輸入品を問 わず、食肉・鶏肉製品 、卵製品を 対象とし、

これらの製 品が、商 業 供給におい て、安全 で 、健康に よ く、正確 な 表示と包

装が行われ ることを確 保すること を目的とし て規制を行 う。併せて 食品表 示

も管轄する 。 

②  環境保護庁 （U.S. Environmental Protection Agency, EPA）  

環 境 保 護 庁 （ EPA） は 、 市 民 の 健 康 保 護 と 自 然 環 境 の 保 護 を 目 的 と す る ア

メリカ合衆 国連邦政府 の行政機関 である。大 気汚染、水 質汚染、土 壌汚染な ど

が管理の対 象に含まれ る。  
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３．３ EU への水 産物輸出の 状況  

（１）  EU 輸出の 現状  

米国水産物 の EU 輸出量は、下表 に示す輸出 全体の 25%である。 

 

年  食 用 水 産 物  非 食 用 水 産 物  合 計  

千 ポ ン ド  ト ン  千 ド ル  

2011 3,262,109 1,479,683 5,431,357 20,572,096 26,003,453 

 

 

図Ⅰ .3-3 米国の主 要地域への 輸出量 2011 年  

 

EU への輸 出国別の輸 出量と額を 以下に示す 。 

表 Ⅰ .3-1 米国水産 物の EU（国別）輸出 量と金額 2011 年 

EU（ 国 ）  食 用 水 産 物  非 食 用 水 産 物  合 計  

千 ポ ン ド  ト ン  千 ド ル  

United Kingdom 58,724 26,637 136,030 983,926 1,119,956 

Netherlands 139,004 63,052 213,926 532,174 746,100 

Germany 188,125 85,333 292,986 317,220 610,206 

France 79,778 36,187 186,509 290,326 476,835 

Belgium 11,918 5,406 51,227 333,319 384,546 

Other 197,298 89,494 376,516 557,720 934,236 

Total 674,848 306,109 1,257,194 3,014,685 4,271,879 
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（２）  関連資料  

関連資料１ ： Fisheries of the United States - 2011 

 

（３）  EU 輸出の 手続き（資 源管理と品 質衛生管理 システムの 証明）  

EU への水 産物輸出に 対しては 、資源管理と 品質衛生管 理システム が実施さ

れている水 産物である ことを証明 しなければ ならない。このため輸 出水産物 の

出荷単位ご とに、衛生 証明書と漁 獲証明書の 両方を添付 する。  

2006 年 以 来 、 米 国 の 魚 介 類 検 査 シ ス テ ム は 、 ヨ ー ロ ッ パ と 同 等 の も の と

して EU に認識されて いる。  

食 品 医 薬 品 局 （ FDA） は 、 魚 介 類 の 施 設 の 承 認 を 与 え る た め の 米 国 所 轄 官

庁である。 EU に魚介類を輸出し たい米国の 業者は、FDA による承認登録 を

する必要が ある。米国 の輸出業者 は、承認さ れると、四 半期ごとに 更新され る

FDA のリ ストに記載 される。こ の FDA のリストは、 EU に送信 される。  

2009 年 6 月以来、米国商務省（NOAA /国家海洋漁 業サービス ）は 、EU

向けの水産 物の認証取 得のための 唯一の審査 官庁である 。NOAA が審査し 、

FDA に登 録する分業 及び協力体 制となって いる。  

 

（４）  EU 輸出の 施策（国、 地方等）  

商務省の部局である NOAA は、産業振興の観点から様々な水産業向けのサー

ビ ス を 提 供 し て い る 。 こ の サ ー ビ ス と 部 門 は SIP （ Seafood Inspection 

Program）シーフー ド検査プロ グラムと呼 ばれている 。 

提供される サービスは 次のとおり ： 

･品質管理 システムの 確立  

･システム およびプロ セス監査  

･製品の検 査と等級  

･製品ロッ ト検査  

･実験解析  

･トレーニ ング  

･コンサル テーション  

･情報サー ビス（Web、出版）  

･輸出認定  

EU への水 産物輸出の ための業者 サービスは 、シーフ ー ド検査プロ グラムの

一部として 提供されて いる。「NOAA シーフ ード検査プ ログラム 」は、欧州 連

合（EU） に魚 介 類や 水産 食 品の 輸出 に 必要 な証 明 書発 行の た め米 国政 府 の基

準当 局 であ る。 Ｎ ＯＡ Ａは 、 欧州 連合 （EU）に 輸 出す るた め に必 要な ド キュ

メント（輸 出衛生証明 書、IUU 漁獲証明書 等）を提供 している。  
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出典：NOAA NMFS ホームペ ージ  

（http://www.seafood.nmfs.noaa.gov/EU_Export.html）  

図  Ⅰ .3-4 米国の EU 輸出手 続き  

 

（５）  関連資料  

関連資料２ ： How to export Seafood to the European Union 

 

３．４ 水 産物の流通 消費の状況 （日本から の水産物を 中心として ） 

（１）  流通チェー ン 

日本から輸入される食品の多くは、日系商社（輸入業とディストリビューター

業を兼ねる 会社が多い ）を通じて 、日系スー パーやレス トランを中 心に販売 さ

れている。そのような 日系商社は 、米国内の 日本食レス トランやフ ードサー ビ

ス業への販 売ルートも 確立してい る。  
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図  Ⅰ .3-5 米国の流 通チェーン のイメージ  

ディストリ ビューター は、商品の 所有権を持 ち、倉庫を 各地に確保 して、在

庫管理から 配送までを 一貫して手 掛ける 。な お、米 国に は、商 品供 給業者・生

産者から商 品を仕入れ 、小売業者 やその他販 路に供給す る業者を表 す言葉と し

てディスト リビュータ ー（distributor）のほ かにホール セラー（wholesaler）

という単語 があるが、 両者の役割 はほぼ同じ であり、明 確な区別は ない。  

（２）  品質衛生管 理システム に関する要 件 

海外の生産 者、輸出業 者等は、輸 出水産物に 対する衛生 要件への対 応が求 め

ら れ る 。 管 轄 機 関 ・ 規 制 概 要 は 、 FDA 21U.S.C.381 「 輸 出 入 」、 FDA 

21CFR110「 現 行 の 適 正 製 造 規 範 」、 FDA 21CFR123「 水 産 物 」 な ど 。ま

た 、 2011 年 1 月 に 成 立 し た 米 国 食 品 安 全 強 化 法 （ Food Safety 

Modernization Act）は、連邦 食品医薬品 局（FDA）の権限を 大幅に強化 す

るものとな っており、食品の製造・加工・流 通のビジネ スに大きな 影響を及 ぼ

すことが予 想される。  

また、米国 内流通にお いては、量 販店を中心 とした販売 業者が、流 通業者 に

対して、食 品安全マネ ジメントシ ステムの導 入を求める ことが一般 的である 。 

 

  

輸入業者 海外生産者 パッカー・加工業者 

ディストリビュータ 卸売業者 

小売店 
オンライン販売業 

その他の小売販路 

消費者 
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Ⅱ 米国の水産物の品質衛生管理の仕組み（FDA と NOAA）  

 

保 健社 会 福 祉省 食 品 医薬 品 局 Department of Health and Human Services

 Food and Drug Administration (FDA)と商務省 Department of Commerce

(USDC)を 含 む 多 く の 州 と 連 邦 の 機 関 は 、 水 産 物 の 安 全 性 （ 品 質 衛 生 ） を 保 証 す る

ために協働 で業務を行 っている。 米国の水産 食品関連の 業者は、水 産物の安全 性 を

保 証 す る た め に 、 FDA の 義 務 的 な シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ ム だ け で 無 く 、 NOAA

の自発的な 品質検査プ ログラムを 運用してい る。  

 

１．FDA 

FDA は、米国の国民 の食品の安 全に責任を 持つ。これ は、国内で 流通する全 ての

食品（肉、鶏肉、また は加工卵製 品を除く）が対象とな る。このた めに、FDA は国

内の、そし て国際的な すべての水 産加工業者 と小売店に 対する義務 的なシーフ ー ド

検 査 プ ロ グ ラ ム を 適 用 す る 。 水 産 加 工 業 者 は HACCP の 実 施 が 必 要 と さ れ て い る 。 

FDA は食 品衛生に関 して、法律 や、法的強 制力が有る 規則を作り 、これに基 づい

て業務を行 う。  

 

（FDA に関して、[Ⅳ 米国に おける食品 の安全性管 理制度 ２ ．食品の安 全性を 管

理する監督 機関] に関 連説明があ る。）  

 

FDA の輸 入水産物に 対する権限 は、HS（ハーモナイ ズドシステ ム）コード 1に 基

づいており 、活物、鮮 魚、缶詰類 、冷凍物等 が対象であ る。  

FDA はリ スクに基づ いたアプロ ーチとして 、輸入品 の 監視テスト を行なう 。輸入

したものに 問題があれ ば、ニュー スレターを 発行して輸 入管理者や 輸入業者に 通 知

する。  

承認された 施設に対し て、FDA から直接的 な要求事項 はない。  

FDA は、国 外施設の検 査をランダ ムに行ない 、輸入規 則 に順守して いるか調べ る 。 

 

FDA Food Safety Web サイ ト：

http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/default.htm 

  

                                                  
1ハーモナイ ズド・コー ド、Harmonized System（HS）： 国際 貿易商品の 名称

及び分類を 世界的に統 一した 6 桁の品目表 で、関税及 び統計等に 関して世界 の主 要

国に於いて 使用されて いる。  
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２．USDC NOAA NMFS 

商務省国立 海洋大気庁  海洋漁業 局（USDC NOAA NMFS（National Oceanic 

and Atmospheric Administration）（National Marine Fisheries Service））は、

経済官庁で あり、水産 業の業界支 援の立場で 業務を行う 。 

食品衛生に 関して、FDA の法律 や、基準に 基づき、業 者が水産物 を衛生的に 製造

し、取り扱 う上での、HACCP 方 式による、具体的で、現場に対応 した方法の 提供、

コンサルテ ーション指 導、基準等 を満足して いるかの認 定審査、証 明書の発行 を お

こなう。  

 

NOAA の Seafood Inspection Program（SIP）シ ーフード検 査プログラ ムは、

安全で高品 質な魚介類 を確保する ため、水産 業界へ科学 的根拠に基 づく検査サ ー ビ

スを提供す る。これは 強制的では ない、業者 が自主的に 参加できる プログラム で あ

り、業者は 、然るべき 料金を支払 うことで、 サービスを 受けること ができる。 水 産

企業は、FDA の HACCP 要件を 満足してい ることを確 認するため に、NOAA の SIP

に支援を求 めることが できる。  

 

“Responsible for Voluntary, fee-for-service examinations of seafood for 

safety and quality”  

（安全と品 質のために 魚介類の自 主的、出来 高払いの検 査を担当）  

 

NOAA's National Marine Fisheries Service (NOAA Fisheries) Web サイ ト： 

http://www.noaa.gov/fisheries.html 

 

 

３．USDC NOAA シ ーフード検 査プログラ ム（SIP） と FDA HACCP の関係  

FDA は、公衆衛生の 保護、推進 に責任があ り、その一 部として、魚介類や水 産食

品を含む食 品が、安全 、衛生であ ることを支 援する責任 がある。FDA は、規制基準

を確立し遵 守させる責 任を有して いる。従っ て設備を検 査し、基準 違反がある 場 合

は、基準適 合を命じる 権限を持っ ている。  

NOAA シーフード検 査プログラ ム（SIP）は、業界に おける衛生 の向上と、検査 、

評価、分析 、グレーデ ィング、そ して利害関 係者への認 証サービス などの、水 産 物

の商用グレ ードの標準 の開発と進 歩に、責任 がある。NOAA SIP の主要目的 は、品

質、健全性 、安全性、 適切なラベ リング、消 費者の利益 のために魚 介類や水産 食 品

の市場性向 上などにお いて、業界 を奨励し支 援すること である。  

以下に、二 つのプログ ラムの比較 を示す。  
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表  Ⅱ .3-1 NOAA シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ ム （ SIP） と FDAHACCP の 比 較  

要 素  FDA HACCP 規 制 要 求 NOAA プ ロ グ ラ ム 保 証

範 囲  安 全  安 全  

健 康 に 良 い

（ Wholesomeness）  

経 済 的 な 整 合 性  

品 質  

Hazard Analysis  

HACCP Plan  

Sanitation SOP's  

Corrective Actions  

Verification Procedures  

Records  

Training  

Import Requirements  

NOAA SIP は 、 HACCP の 要 件 を 超 え て サ ー ビ ス を 提 供 す る 。  

品 質 計 画  - 

品 質 マ ー ク と 広 告  - 

計 画 と ラ ベ ル の 事 前 承 認  - 

ト レ ー ニ ン グ 認 定  - 

コ ン サ ル テ ィ ン グ サ ー ビ ス  - 

製 品 認 証  - 

シ ス テ ム 監 査  - 

CODEX 標 準 と コ ー ド  - 

輸 出 証 明  - 

ISO 9000 規 格  - 

 

 

４ ． EU 輸 出 の た め の 衛 生 証 明  

（ １ ）  米 国 か ら EU に 輸 出 す る 水 産 物 は 、米 国 内 の 品 質 衛 生 基 準 を 満 た す 以 外 輸 出

用 と し て の 、特 別 な 衛 生 基 準 が あ る わ け で は な い（ NOAA 担 当 官 ）。輸出 証 明

は 、 経 済 官 庁 で あ る 商 務 省 NOAA が シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ ム （ SIP） に 基

づ き 、 登 録 認 定 検 査 を 行 う 。  

（ ２ ）  NOAA の SIP 検 査 に 合 格 す る と 、登 録 番 号 が 採 ら れ て 、FDA リ ス ト に 載 り 、

更 に Ｅ Ｕ に 登 録 さ れ る 。登 録 番 号 は 、CFN (central fi l ing number) と い う 。

CFN は 、 EU 輸 出 の 衛 生 証 明 書 の 登 録 番 号 に な る 。  
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（３）  これは、FDA と EU の間に両国 の食品衛生 システムに ついての覚 書が存在

し、更に FDA と USDC NOAA の取り決めに基づ き、NOAA のシーフード検

査プログラ ム（SIP）が行われて いるという ことが背景 にある（NOAA 担当 官

の説明）。  

（４）  水産物の輸 出相手国に 対する輸出 証明書は 、NOAA が発行する 。EU 輸出に

関しては、 衛生証明書 と原産地証 明書等が必 要となる。 NOAA は証明書取 得

に対する、 業者への支 援を行って いる。  

（５）  対ＥＵ輸出 水産食品取 扱い施設の 認定審査を 行うプログ ラム（SIP）の主 要

目的が、品 質、健全性 、安全性、適切なラベ リング、消 費者の利益 のために魚

介類や水産 食品の市場 性向上など において、業界を奨励 し、支援す ることに あ

ること、及 びこのシス テムが、米 国からの EU への水 産物輸出を 円滑にして い

ることなど は、注目す べきことで ある。  

（６）  EU への水 産物輸出の 衛生証明書 発行業務 の FDA から NOAA への移転に つ

いて  

2009 年 1 月 15 日に、FDA が米国官報 通知(No.FDA-2004-D-0043、

CFSAN 200843)を出した。「 FDA はこ れ以降、EU または 欧州自由貿 易連

合(EFTA)加盟国への 輸出のため の、水産 物 輸出品の証 明を欧州連 合に提供し

ない」、ま た｢これに より FDA は NOAA SIP に対し て、EU または欧州自 由貿

易連合(EFTA)加盟国 への水産物 輸出の証明 を委託した ｣という内 容である。  

 

FDA が、 シーフード の輸出認証 を EU に 提供するの をやめた理 由は、業務

の効率化で ある。FDA は米国 の一般消費 者保護のた めの公衆衛 生活動と規 制

を監督する ことに業務 の重点を置 いている。  

特に別の政 府機関が、その業務の 一部として 証明書発行 に利用でき るリソ ー

スを持って いる場合に 、FDA は もう EU 輸出証明書 発行のよう な、限られ た

食品安全の ためのリソ ースを使用 することは できないと 決定した。  

移行の発効 期日は 2009 年 6 月 17 日で あった。  

NOAA SIP はこれ以前から 、輸出衛生証 明書発行の 管轄庁とし て、EU に

認められて いた。輸出 衛生証明書 は、2 つの政府機関（ FDA 、NOAA）の ど

ちらでも発 行できた。これは、1946 年の法律（Agricultural Marketing Act 

of 1946）で重複し ていたため である。こ のため、FDA からの 移行は問題 が

なかった。  

そこで政府 機関が、重 複のないよ うに領域を 分けた。FDA は人員 等を国内

の食品安全 管理に使う とし、NOAA は、貿 易と商業の 促進に人員 等を使うと

考えた。NOAA、FDA、USDA の間で、法 律により認 められてい る権限の覚

書を交わし た。  
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（７）  関連資料  

関連資料 14： 商務 省 NOAA（USDC NOAA）と 健康保健 省 FDA（UDHH 

FDA)の 水 産 物 や 施 設 の 検 査 に お け る 協 力 と 情 報 共 有 に 関

する覚書  

 

５．公式マ ーク  

シーフード 検査プログ ラムのもと で検査され 認証された 製品には、 対応する 以 下

に示すマー クをつける ことができ る。  

承認された 施設のマー クは国内だ けでなく、海外の施設 にも適用で きる。商務 省 、

原産国、施 設番号、米 国の承認が 示される。  

NOAA はこのマーク を使用する ためのコン サルと検査 を有償で行 う。  

 

 

図 Ⅱ .5-1 公式マー クの例  
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Ⅲ 米国の水産物品質衛生管理支援プログラム USDC NOAA SIP 

 

商務省国立 海洋大気庁 海洋漁業局（USDC NOAA NMFS（National Oceanic 

and Atmospheric Administration）（ National Marine Fisheries Service））

は、わが国 の水産庁に 当たる連邦 政府機関で ある。  

米国で生産 し、加工、 流通、消費 、輸出され る水産物や 関連する施 設・船舶 に 関

して、該当 するすべて の食品規制 の遵守を保 証するため に、サービ スごとに専 門 の

検査に関す る様々なサ ービスを有 料で提供し ている。NOAA シー フード検査 プログ

ラム（Seafood Inspection Program（SIP））は 、し ばしば米国 商務省（USDC）

の魚介類の 検査プログ ラムと呼ば れ、商務省 のマーク と USDC 名称を冠し て使用 さ

れている。  

提 供 す る サ ー ビ ス 名 及 び 担 当 す る 部 局 名 が “ Seafood Inspection Program

（SIP）” である。  

 

１．組織“ Seafood Inspection Program（SIP）” のビジョン とミッショ ン 

Seafood Inspection Program  NOAA Fisheries  U.S. Department of 

Commerce 

Our Vision: 

"An informed society that has confidence in the seafood that they 

purchase, sell and consume today and in the future." 

 

"今日と将来において 、購入、販 売、消費す る水産物に 信頼を持て る情報に基

づいた社会 " 

 

Our Mission: 

To ensure the safety and quality as well as enhance the marketabil ity 

and sustainabil ity of seafood products for the benefit of the 

American consumer by providing science based inspection services 

to the seafood industry. 

 

水産業界に 科学ベース の検査サー ビスを提供 することに よって、ア メリカの

消費者の利 益のための 、水産物の 市場性と持 続可能性を 高める安全 性と品質

を確保する 。 
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図  Ⅲ .1-1 商務省国 立海洋大気 庁海洋漁業 局（USDC NOAA NMFS）と SIP 組織 

 

NOAA Fisheries （ National Marine Fisheries Service）、NOAA 水産（国 立

海洋漁業サ ービス）は 、15 の州に 6 地域、6 科学セン ターと 12 の研究所が あり、

3,435 人以上の職員 がいる。  

うち NOAA Seafood Inspection Program、NOAA シーフ ード検査プ ログラ

ムの要員は 、175 人である。  

 

 

 

図  Ⅲ .1-2 事務所 NOAA Fisheries Service  

1315 East West Highway Si lver Spring, Maryland20910 

 

  

NOAA シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ ム  

（ Seafood Inspect ion Program（ SIP））
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２ ．  NOAA シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ ム （ Seafood Inspection Program（ SIP）） 

 

http://www.seafood.nmfs.noaa.gov/ 

 

図  Ⅲ .2-1  NOAA シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ ム  Web ペ ー ジ  

 

NOAA シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ ム は 、該 当 す る す べ て の 食 品 規 制 の 遵 守 を 保 証 す

る た め に 、 サ ー ビ ス ご と に 専 門 の 検 査 の 様 々 な サ ー ビ ス を 有 料 で 提 供 し て い る 。 プ

ロ グ ラ ム は 、 施 設 と 船 舶 で 、 衛 生 管 理 シ ス テ ム に 関 す る と 同 様 に 施 設 の シ ス テ ム と

プ ロ セ ス の 監 査 を 提 供 し て い る 。 製 品 の 品 質 評 価 、 等 級 と 認 定 サ ー ビ ス は 、 製 品 ロ

ッ ト ご と に 用 意 さ れ て い る 。 連 邦 検 査 （PUFI：Processed Under Federal Insp

ection）と ロ ッ ト 検 査 に 基 づ い て 処 理 さ れ た 製 品 は 、米 国 グ レ ー ド A と し て 公 式 マ

ー ク の ス タ ン プ の 対 象 と な る 。  

NOAA に よ っ て 提 供 さ れ る サ ー ビ ス に は 次 の 内 容 が 含 ま れ る ：  

･衛 生 管 理 シ ス テ ム 検 査 の 確 立  

･シ ス テ ム お よ び プ ロ セ ス 監 査  

･製 品 の 検 査 と 等 級  

･製 品 ロ ッ ト 検 査  

･実 験 解 析  

･ト レ ー ニ ン グ  
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･コンサル テーション  

･輸出認定  

 

これらのサ ービスは、 米国地域お よび外国で 、提供する ことができ る。この よ う

な漁船、加 工工場、小 売施設など の施設のす べてが、こ れらのサー ビスの対象 と な

っている。 魚介類から 加工製品、 飼料用のフ ィッシュミ ールに至る までのすべ て の

食用水産物 の製品形態 が、検査及 び認証の対 象となる。  

USDC NOAA シー フード検査 プログラム は、外国に 魚介類や水 産物製品を 輸出

する ため の 衛生 証明 書 の発 行の た めの 米国 政 府内 の権 限 のあ る当 局 であ る。USDC

検査官によ って発行さ れる証明書 は政府の公 式なもので 、米国の裁 判所で認め ら れ

た法的文書 となってい る。  

 

（１）  関連資料  

関連資料３ ： NOAA Fisheries Service Seafood Inspection Program 

Overview  

関連資料４ ： NOAA SIP Services Brochure 

 

３．NOAA シーフード検査プ ログラム（ SIP）が提 供するサー ビス  

（１）  検査サービ ス 

NOAA シーフード検 査プログラ ムは、該当 するすべて の食品規制 や追加 の

バ イ ヤ ー 仕 様 へ の 準 拠 を 保 証 す る 様 々 な 専 門 検 査 サ ー ビ ス を 有 料 で 提 供 し て

いる。検査 サービスに は、衛 生管 理のシステ ム確立 、プ ロセスの監 査、製 品の

等級付けと 検査、実験 室での分析 が含まれて いる。  

プログラム は衛生管理 と同様に、漁船、加工 施設等が対 応施設とし て認定 さ

れるための 監査を行っ ている。  

等級付けと 認定サービ スと同様に 、ロットご との製品品 質評価サー ビスを 用

意している 。 

検査官は水 産加工業者 の特定のニ ーズに合わ せて、継続 的または定 期的に 対

応する。  

特 定 の 製 品 は 、 連 邦 検 査 （ PUFI） と ロ ッ ト 検 査 に 基 づ い て 処 理 さ れ 、 米国

グレード A として公式マーク とスタンプ の対象とす ることがで きる。  

検査サービスは、米国内や外国で、全世界的に提供している。漁船、加工工場、

小売施設などの施設は、これらのサービスを受けることができる。魚介類から加

工製品、飼料に至るまでのすべて製品形態が、検査及び認証の対象となる。 
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（２）  HACCP 及 び品質管理 システムの コンサルテ ィング･サービス  

専門家のチ ームは、必 須とされる 魚介類の安 全性の要件 だけでなく 、対応 す

る魚介類の 品質特性（ 品質マネジ メントシス テム）に対 応する HACCP プロ

グラムの開 発、実施、 検証を支援 する。  

このオンサ イトサービ スでは、製 品およびプ ロセスの適 用計画、計 画の実施 、

既 存 運 用 計 画 の 検 証 を 行 う た め の 必 要 な ス テ ッ プ を 通 し て 、 顧 客 の HACCP

と品質管理 チームを監 査する。  

コンサルテ ィング･サービスの結 果：  

・異なる商 品を含む HACCP 計 画の下で稼 動（操業） することが できる。  

・米国食品 医薬品局（ FDA）に よって、魚 介類の安全 確保の必須 要件を満

たす施設と して、公式 に認められ る。  

（３）  輸出入と認 定サービス  

NOAA シーフード検 査プログラ ムは、水産 物の貿易の ための輸出 証明を 行

う。各輸入 国の固有要 件と、その 他の特定の バイヤーの 基準に満た した水産 物

であること を証明する 。 

プログラム は、米国の 規制や要件 を満たした 業界を支援 するため、任意の 場

所で外国加 工業者およ び輸入業者 に国際的な 検査サービ スを提供し ている。プ

ログラム費 用を含めた 、これらの サービスの 詳細は、利 用者の特定 ニーズに 合

わせて調整 することが できる。  

（４）  水産業界へ のトレーニ ング  

NOAA シーフード検査プログラムは、漁獲、加工、小売業や食品サービスへ

の流通等のあらゆる側面に関わる人々のためにトレーニングを提供している。 

プログラム は、HACCP につい ての定期的 なトレーニ ングを含ん でいる。  

またプログ ラムは、シ ステム評価 監査員の訓 練、官能試 験、衛生、製品仕様

開発 、 お よび シ ー フー ド の 専門 家 の ため の 人 気の あ る "シー フ ー ド･ス プラ ッ

シュコース “（スーパ ーマーケッ トの魚介類 マネージャ ー、シェフ 、フード サ

ービス専門 家、魚介 類 のバイヤー やマーチャ ンダイザー 等に対する 、3 日間の

実践的な魚 介類トレー ニングプロ グラム）を 含む、対象 者別トレー ニングを 提

供している 。 

（５）  国際サービ ス 

NOAA シーフード検査プログラムは、外国で加工や養殖業を行う米国及び非

米国企業に国内と同じサービスを提供している。我が国でサービスを受けた事

例は不明であるが、フィリピン・インドネシア・ヴェトナム・中国が多いとの

ことである。 

国際サービ スの範囲に は、以下が 含まれてい る：  

・監査の原 則、HACCP、また は官能検査 に関するト レーニング 。 

・HACCP ベースのプ ロセスコン トロールの 実施と検証 。 
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・外国の加 工業者のた めの第三者 検証。  

（６）  関連資料  

関連資料５ ： NOAA HANDBOOK 25 

関連資料６ ： Policies, Procedures, and Requirements for the 

Approval of Facil it ies and Systems 

関連資料７ ： SIP USDC  System Compliance RatingCriteria 

関連資料８ ： RETAIL HACCP PROGRAM 

関連資料９ ： SEAFOOD SPLASH COURSE 

 

４．水産物 の検査員  

検査員（inspector）は、NOAA の職員であり、ASQ2に登録 済み。ASQ の認定

を受けた検 査員は、最 先端の検査 技術や知識 を有してい る。殆ど の 検査員は 、ASQ

の複数の認 証試験に合 格している 。 

（１）  監査員（Auditor）は もともと水 産物の検査 員（Inspector）であり、品質、

品種、特性 をよく理解 しノウハウ を持ってい る。  

（２）  検査員教育（トレーニ ング）に参 加した人た ちを対象に した、オン ライン コ

ース 100 時間（3 ヶ月ベーシッ クコース） を義務付け ている。Inspector に

なるために は、その後 、さらに FDA のオン ラインコー スを受講す る。  

合格後に、スーパーバ イザーがト レーニング を積んだ方 がよいと判 断した 場

合は、HACCP、 Grade Quality に関す る基準や 249 コース 、ASQ トレー

ニング等を 受講する場 合もある。  

（３）  FDA には 、249 コースと呼ぶ 審査員のた めのトレー ニングコー スがある。

全ての審査 員やオフィ サーは、HACCP の 基本的トレ ーニングを 受けている 。

地 位 が 上 が っ て 責 任 が 大 き く な る と さ ら に 多 く の 認 証 (Certificate)取 得 が 必

要になる。  

（４）  FDA には、品質やプ ロセスに関 するトレー ニングコー スがあり、 その中 で

犯罪の証拠 や裁判の写 真を取扱う コースもあ る。製品の 品質を見る ための感 覚

の ト レ ー ニ ン グ 、 基 本 的 な HACCP の ト レ ー ニ ン グ と HACCP の 認 証

(Certification) 、 監 査 員 （ Auditor） の ト レ ー ニ ン グ が あ る 。 監 査 員 の ト レ

ーニングで は、FDA の監査に対 して、どの ように不適 合を評価し て報告書 を

作成し、証 拠を記録化 するかに取 組む。  

  

                                                  
2ASQ： American Society for Quality 米国品質協 会  
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（５）  プログラム で年に１回 、倫理関係 と安全保障 に関してオ ンラインの テスト が

義務付けら れている。 NOAA 職員は毎年、 倫理宣言と いう文書に サインを し

ている。NOAA 幹部 は、職員 が NOAA のプログラ ムをきちん と実施して いる

か１年に 2 回、きち んとレビュ ーしている 。 

（６）  NOAA の SIP は、民 間企業と協 力して行っ ているが、米国では、NFI3、IAFI4

と NOAA 職員が一緒 に働いてい る。  

（７）  検査対象施 設に行った 時、検査 員 は、製品 、プロセスに 対して、安 全対策を

促進し問題 を解決する 。NOAA は規制官庁 ではないの で、事業者 を助けな が

ら問題を解 決する。  

 

 

５．ＥＵへ の輸出証明  

NOAA 漁業部門は 、米国からの 水産物輸出 のための要 件に関する 他の国との 交渉

において、米国を代表 している。ＮＯＡＡだ けが唯一、EU に証明 書(Certification)

を発行して いる所轄官 庁である。  

これらの交 渉には、米 国の水産物 輸出に付随 する証明書 の頻繁な改 良や修正 が 含

まれている 。NOAA 漁業部門は 、米国で こ れらの証明 書を発行し 、署名す る 所轄官

庁である。  

（１）  EU 向け輸 出証明  

NOAA シーフード検査プログラムは、欧州連合（EU）に輸出するために必

要な 3 つのドキュメントを提供している。それらを次に示す。 

・EU 輸出 衛生証明書 。 

・米国で漁 獲された水 産物に対す る EU IUU 漁獲証 明書。  

・米国経由 で EU に輸出する米国 以外の国で 漁獲された 製品につい ての  

EU"附属書 IV"。 

 

（２）  FDA と NOAA の連 携 

証明機関は NOAA であり、FDA は規制官庁ではあるが、輸出証明書（Export 

Certification）のリストは FDA においても管理している。また、NOAA の職

員は FDA に出向することがある。 

  

                                                  
3 NFI：National Fisheries Institute、全 米の漁業者 、水産加工 業者、水産 流通業

者、水産物 を扱う小売 業者や飲食 業者を会員 とする業界 団体  
4 IAFI： International Association of Fish Inspectors、水産 検査員の業 界団体  
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（３）  オンライン による登録 管理  

EU への輸出証明は、全てオンラインで行っている。民間業者はアカウント

を作成し、システムを通じて、それぞれの出荷に対しての輸出証明書の発行を

申請する。このシステムによって、24 時間以内に、Inspector（検査官）はリ

クエストを確認し、情報を検証して、船荷を承認することが可能になっている。 

（４）  EU 輸出に おいて 、個 別に問題が 発生したと きの対応は 、NOAA SIP が主体

となって対 応している（状況は Web サイ トで公開す る）。また 、EU 基準 等に

係る問題点 等は FDA/NOAA/EU 事務局間で協議す るとのこと 。これは EU

域内でも同 様で、EU 規則と国内 法のハーモ ナイゼーシ ョンを常時 図っている 。 

（５）  関連資料  

関連資料 10： USDC Export Inspection-Certification Program Importers 

and Exporters 
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Ⅳ 米国における食品の安全性管理制度  

１．米国に おける食品 の安全性管 理システム の動向  

米国では、 輸入食品の 増加や食品 技術の進歩 等により、 食品の多様 化が進み 、 そ

れに伴い食 品安全に関 わる問題も 増加した。ここ数年で も、2009 年におけ る牛挽

肉による O-157 食 品事故、2008 年に おけるピー ナツバター によるサル モネラ食

品事故、2007 年におけるトマ ト等を材料 とする生鮮 サラダによ るサルモネ ラ食 品

事故等、食 品由来の集 団感染症や 食品への化 学薬品混入 等、消費者 の健康を害 す る

事 例 が 起 き て お り 、 死 に 至 る ケ ー ス も 少 な く な い 。 米 国 疾 病 対 策 予 防 セ ン タ ー

（CDC：Centers for Disease Control and Prevention）のデータによ ると、米

国では毎 年 4,800 万人が食中 毒にかかり 、それによ り 12 万 8,000 人が入院、

3,000 人が死亡と推 計（ＣＤＣ が１９９２ 年から１９ ９７年まで の各種資料 をも と

に推計を行 ったもの） されている 。 

HACCP システムの展 開の契機と なったこと で日本でも 良く知られ ている 1997

年に行った クリントン 大統領の年 頭教書では 、食品媒介 性疾患が米 国社会に健 康 、

福祉、経済 など多方面 に亘って深 刻な影響を 及ぼしてい ると述べた 。 

さらに、ど のようにし て食中毒が 起きるのか 、どうした ら最も効果 的でしか も 費

用対効果が あげられる のかについ て、産官学 協力により 、研究、リ スク査定、 費 用

対効果等の 解析をする ように命じ 、食品安全 構想の具体 化を図った 。その報告 に 基

づいて関係 省庁の長官 クラスから なる食品安 全評議会が 発足し、縦 割り行政の 谷 間

で起きてい る問題と解 決策の検討 に着手した 。1997 年 1 月 25 日、大統 領は食品

安 全 構 想 （Food Safety Initiative） を 発 議 し た 。 農 務 長 官 、 保 健 福 祉 長 官 お よび

環境保護局 長に、食品 供給の安全 性をさらに 高めるため の方法の策 定を命じた 。 そ

の際、消費 者、生産者 、業界、州 政府、大学 、ならびに 国民ととも に検討する こ と

を指示し、 三者は２ 月 21 日に 、利害関係 者に向けて 「農場から 食卓までの 食品安

全 ： 21 世 紀 の 新 た な 戦 略 （ Food Safety from Farm to TO Table: A New 

Strategy for The 21st Century）」を公 表 し、そ の検 討会を開く ことを提案 した。  

提案内容は 、「国家食 品構想を考 える討議草 案と現状：食品媒介疾 患を予防す る 新

たな省庁間 戦略」とい うタイトル が付けられ ており、背 景、食品安 全構想の歴 史 、

食 品媒 介 性 疾患 ： 重 要な 公 衆 衛生 問 題 、食 品 汚 染を 防 ぐ 現在 の シ ステ ム 、21 世 紀

に向けて新 たなシステ ムを準備し なければな らない（食 品安全を改 善する即座 の 活

動、公衆衛 生の広域調 査のための 新たな「早 期警告シス テム」、連 携、リスク 査定 、

生物科学研 究、法的検 査、教育、長期に亘っ て食品媒介 性疾患を低 減する戦略 計画 ）

の大項目か らなってい た。  

こ の 草 案 を 素 に 検 討 が 進 め ら れ 、 5 月 に 「 農 場 か ら 食 卓 ま で の 食 品 の 安 全 性 ：

大 統 領 へ の 食 品 安 全 構 想 に 関 す る 報 告 （ Food Safety from Farm to TO Table : 

A National Food Safety Initiative Report to the President）」が提出 された。

規則、奨 励 計画、自 主 的努力、教 育と訓練 、法的検査 、ならびに法 令執行を通 して、
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政府の努力 は、食品の 生産、加工 、輸送およ び調理に当 る人々の行 動の方向づ け し

ており、食 品には多く の種類があ り、農場か ら食卓まで に多くの段 階があり、 多 く

の種類の食 品媒介性リ スクがある と認識して おり、連邦 政府が全て のことを一 挙 に

できないた め、当面は 以下の 6 領域におけ る努力に焦 点を絞るこ ととしたが 、多 く

の方針を網 羅した。  

 

(ⅰ)緊急事 態への対処 を強化する  

(ⅱ)リスク に基づいて 法的検査の 優先順位を 設定する  

(ⅲ)輸入検 疫検査活動 を改善する  

(ⅳ)基準を 策定し強化 する  

(ⅴ)定期検 査（Monitoring）と広域調査（ Surveil lance）を強 化する  

(ⅵ)技術開 発を促進し 、実行する  

 

以上のよう な対策が講 じられたに もかかわら ず、その後 も食品事故 が多発し 、 依

然として米 国国民の食 品安全が脅 かされてい るとの認識 からオバマ 大統領は、 ２ ０

０９年３月 大統領食品 安全ワーキ ンググルー プを設立し た。  

このワーキ ンググルー プの目的は 大統領に対 して食品安 全制度をど のように 強 化

すべきか提 案すること であった。 米国政府は 、これらの 経緯や問題 を重大に受 け 止

め 、 2011 年 1 月 に 、 オ バ マ 大 統 領 は 食 品 安 全 近 代 化 法 （ Food Safety 

Modernization Act: FSMA）に署名し、 食品安全問 題への事前 予防を強化 する方

針を示した 。 

 

 

２．食品の 安全性を管 理する監督 機関  

米国におい ては食品の 安全性を管 理するため 、複数の関 係機関が活 動を行な っ て

いる。中で も主要な役 割を果たし ているのが 、FDA(保健福祉省食 品医薬品局 )、EPA

（環境保護 庁）、USDA/FSIS（ 農務省食品 安全検査局 ）であ る。水産物にお いては、

その産業的 規模から、 農務省のよ うな独立し た産業関係 省庁の食品 安全に関わ る 組

織が存在し ない為、FDA が所管 しているが 、肉が主 食 といえるほ ど消費規模 の大き

い米国に お いては、USDA が主導的な役 割 を果たし な がら、安 全 性確保に 関 して、

FDA 等と 相互に活動 を補完しあ いながら 、協力関係を 保ち、食 品 の安全性確 保に向

けた規制・ 監視を行な っている。  

こうした背 景には、そ れぞれの省 庁の設立経 緯が関係し ており、FDA が USDA

の下部機関 である食品 医薬品農薬 庁から改変 され、安全 保障庁を経 て、保健福 祉 省

に移管され たこと、EPA は 1970 年に設立 に伴い、農 薬登録の権 限を USDA から、

食品への残 留農薬基準 設定の権限 を FDA か ら委譲され た為で、そ れぞれの省 庁が

バラバラに 安全性問題 を取り上げ ることなく 、食品の安 全性をより 確かのもの に す

る為に、機 能や目的に 応じて、各 省庁が分担 し合ってい る。  
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しかし、最 近の米国に おいては、 ここ数年来 、病原性微 生物による 食中毒事 が 多

発している 事から、こ のようなシ ステムでも 食品の安全 性確保には 不十分であ る と

して、食品 の安全性を 統括する機 関あるいは 独立組織の 新設を望む 声が高まっ て い

た。1998 年には、 全米科学ア カデミ-（NAS:National Academy Press）が現行

の食品安全 性確保に関 する法律や 組織の見直 し等を勧告 する前述の 「農場から 食 卓

までの食品 の安全性： 大統領への 食品安全構 想に関する 報告（Food Safety from 

Farm to TO Table : A National Food Safety Initiative Report to the 

President）」を公表 し、これを 受けて、食 品安全審議 会（Food Safety Council）

を報告書の 公表 1 週間後に設立 、世論の流 れを受け、1999 年には食品安 全法が 採

択され、食 品検査、食 品表示等の 安全性関連 業務を移管 させるとと もに、複数 の 関

係省庁にま たがる事項 の調整を行 なった。  

我が国から の水産物輸 出にあたっ ては、これ ら各省庁の 機能と責任 ・権限に は 留

意しておく 必要がある と思われる  

 

FDA（ 保 健 福 祉 省 食 品 医 薬 品 局 ）  

FDA は、米 国厚生省（ USDHHS：Department of Health and Human Services）

が所管する 機関の一つ であり、公 共衛生確保 の観点から 食品や医薬 品の安全を 確 保

する目的 で 1930 年に設立さ れた。FDA は 1983 年に制定 された「連 邦食品・医

薬品・化粧 品法」に基 づき食品が 安全で健全 であること を保証する 義務を有し て お

り、食品の 安全基準を 設けたり、製造工場へ の立ち入り 検査をする 権限を FDA へ

与えている 。化粧品や 医薬品、医 療器具、動 物用医薬品 、飼料添加 物の安全性 確 保

も FDA の役割である 。FDA は食品医薬品“局”であり、組織的 には保健福 祉省の

下部組織だ が、独立し た行政機関 として、立 法、執行等 の行政的な 権限も有し て い

る。1991 年から は FDA 長官は議会の 承認が必要 な大臣並の 位置付けと された。

職員 9,000 人のうち 2,100 人程が科学 者であると 言われてい る。食品安 全行政 を

担 当 し て い る の は 食 品 安 全 性 及 び 応 用 栄 養 セ ン タ -（ CFSAN:Center for Food 

Safety and Applied Nutrition）であり、動物用医薬 品や飼料添 加物を担当 してい

るのが動物 用医薬品セ ンタ-(CUM:Center for Veterinary Medicine)である。動 物

用医薬品の 安全性評価 と基準の設 定は、原 則 的に農薬や 食品添加物 と同様、ADI の

設定、残留 基準の設定 という手順 で行なわれ るが、承認 された動物 用医薬品の 内 容

や適正使用 基準、残 留 基準等は施 行規則とし て定められ 、連邦規 則 集のタイト ル 21

（一般に「 21CFR」と呼ばれる もの）に記 載される。動物用医薬 品や飼料添 加物に

関する規則 は、パ-ト 500～599 に収めら れている。  

 

CFSAN（ 食 品 安 全 性 及 び 応 用 栄 養 セ ン タ-）  

FDA の中で食品安全 を主に監督 しているの は CFSAN である。CFSAN は、1984

年に食品局 （Bureau ofFoods）が改名さ れ設置され た。CFSAN の本部 はメリー

ランド州カ レッジパー クに拠点を 置く他、同 州ローレル とアラバマ 州ドーフィ ン ア

イランド の 2 カ所 に研究拠点 を置いてい る。総勢 800 名以上 のスタッフ を抱え、
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一般事務職 の他に化学 や微生物学 、毒性学、 食品工学、 病理学、分 子生物学、 薬 理

学、栄養学 、疫学、数 学、衛生学 、医師、獣 医等、多岐 に渡る分野 の専門家が 従 事

している 。食品と化粧 品の安全性 確保を担 う CFSAN の主な 責務は 、食 品や食品添

加 物 、 バ イ オ 技 術 で 開 発 さ れ た 原 料 な ど の 安 全 性 の 確 認 、 水 産 物 と ジ ュ ー ス 類 の

HACCP 規 則の実施、 食中毒や化 学汚染物質 ・バイオ汚 染物質など に関連する 健康

上のリスク に対処する 規制や研究 プログラム の実施。食 品の適切な ラベル表示 に 関

する規制と 活動 •栄養補助食品や 人工ミルク 、医療食品 などに関す る規制や政 策の 実

施などであ る。  

 

我が国から 生鮮水産物 を米国に輸 出する際に は、包装形 態に真空パ ックを使 用 す

る場合、Import Alert#16-125(21 CFR 123)にお ける“海外 加工業者の 魚類及

び 魚 類 加 工 品 の 理 学 的 検 査 無 し の 留 置 ” か ら 除 外 す る 為 の 措 置 （ The Examption 

Green l ist への記載 ）の為に、 CFSAN に その対処方 法の承認を 得る必要が あり、

留 意 す べ き 部 署 で あ る 。 理 学 的 検 査 無 し の 留 置 （ DWPE: Detention without 

Physical Examination） と は 、 米 国 に 貨 物 が 搬 入 さ れ る 際 に 、 輸 入 申 告 さ れ た 貨

物が理学的 検査無しで 留置される という輸入 手順であり 、この手順 に基づく留 置 を

除 外 す る 為 の 措 置 に は 、 ボ ツ リ ヌ ス 菌 等 の 増 殖 へ の 対 応 手 段 と し て の

TTI(Time-Temperature Indicater)や 酸 素 透 過 性 フ ィ ル ム の 使 用 等 が 考 え ら れ る

が、いずれ も HACCP プランの承認等、CFSAN の許可が必要 となる。  

 

※対応部署 は下記の通 りである。  

U.S. Food and Drug Administration 

Center for Food Safety and Applied Nutrit ion 

Office of Compliance Division of Enforcement 

Manufacturing and Storage Adulteration Branch(HFS-607) 

5100 Paint Branch Parkway 

College Park, MD 20740-3835 
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表  Ⅳ-2.1 真空パッ クされた生 鮮魚類の TTI 使用時 の HACCP プランの事例  

 CCP1 CCP2 CCP3 

工程  Ｔ Ｔ Ｉ の 選 定  TTI の 受 入  TTI の 保 管  

危害  不 適 切 な TTI の 使 用 に よ り

製 品 に 対 す る 時 間 温 度 暴 露

を 正 確 に 反 映 し な い こ と に

よ る 最 終 製 品 中 の 病 原 菌 の

増 殖 お よ び 毒 素 の 産 生 /サ

バ 類 毒 素 の 産 生

/C.botul inum 毒 素 の 産 生

適 合 し な い TTI の 使 用 及 び

輸 送 中 の 管 理 温 度 逸 脱 に よ

る 、 最 終 製 品 中 の 病 原 菌 の

増 殖 お よ び 毒 素 の 産 生 /サ

バ 類 毒 素 /C.botul inum 毒

素 の 産 生  

TTI の 不 適 切 な 取 扱 い に 起

因 す る 時 間 温 度 暴 露 に よ

る 、 最 終 製 品 中 の 病 原 菌 の

増 殖 お よ び 毒 素 の 産 生 /サ

バ 類 毒 素 の 産

/C.botul inum 毒 素 の 産 生

管理方法  製 品 に 対 す る 時 間 温 度 暴 露

を 正 確 に 反 映 す る TTI を 選

択 し 、 使 用 す る  

受 入 れ 時 に 製 品 が TTI タ イ

プ  Ⅲ で あ る こ と を 確 認 す

る 。 製 造 業 者 へ デ ー タ ロ ガ

ー 記 録 装 置 を 返 却 後 製 造 業

者 か ら 送 付 さ れ る 時 間 温 度

の 暴 露 評 価 に よ る 証 明 書 を

確 認 す る 。  

TTI が 使 用 期 限 を 越 え て い

な い こ と を 確 認 す る / TTI

輸 送 時 の 時 間 温 度 が 明 ら か

に さ れ る ま で ロ ッ ト を 特 定

し 。 25℃ 以 下 で 保 管 す る 。

管理基準  製 品 に 対 す る 時 間 温 度 暴 露

を 正 確 に 反 映 す る TTI の 選

択  

TTI は CheckPoint･ Ⅲ

Type EH で あ る 。 /送 付 さ

れ た TTI は 時 間 温 度 暴 露 評

価 基 準 を 満 た し て い る 。  

TTI が 使 用 期 限 を 越 え て い

な い こ と 。 /ロ ッ ト の 特 定 /

保 管 温 度 25℃ 以 下  

モ ニ タ

リ ン グ

方法  

管理対象  科 学 的 根 拠 を 示 す 学 術 論 文

TTI 製 造 業 者 か ら 入 手 し た

文 書  

 -製 品 規 格 書  

 -取 扱 い 説 明 書  

適 切 な TTI の 購 入  

 -タ イ プ : 

TTI タ イ プ  Ⅲ  

新 規 購 入 時 に お け る TTI の

内 部 起 動 試 験  

TTI/製 造 業 者 か ら 送 付 さ

れ た 時 間 温 度 暴 露 評 価 書  

TTI/保 管 庫 の 温 度 計  

場所    保 管 庫  

管理方法  HACCP チ ー ム に よ る 妥 当

性 の 確 認  

品 質 管 理 室 担 当 者 が 目 視 で

確 認  

品 質 管 理 室 担 当 者 が 目 視 で

確 認  

頻度  TTI 購 入 時  TTI 受 入 時 /証 明 書 の 送 付

時  

使 用 前  

担当者  品 質 管 理 室 担 当 者  品 質 管 理 室 担 当 者  品 質 管 理 室 担 当 者  

是正処置  TTI の 仕 様 に 変 更 が あ っ た

場 合 に は 、 HACCP チ ー ム

が そ の 妥 当 性 を 確 認 し 、 容

認 ／ 非 容 認 を 決 定 す る  

返 品 或 い は 廃 棄  使 用 期 限 を 越 え て い る TTI

を 廃 棄 す る 。/保 存 温 度 、ロ

ッ ト が 管 理 さ れ て い な い

TTI を 廃 棄 す る 。  

検証方法  モ ニ タ リ ン グ 、 修 正 措 置 及

び 検 証 記 録 を 作 成 後 １ 週 間

以 内 に 見 直 す 。/HACCP チ

ー ム 会 議 に お け る 検 証 を 行

な う 。 (最 低 年 １ 回 )/ テ ス

ト ピ ー ス が 正 常 に 起 動 （ 起

動 ラ ベ ル を CheckPoint･

Ⅲ ラ ベ ル の 上 に 、 色 を 示 す

窓 の 部 分 が 見 え る 状 態 で 貼

付 し た の ち 、 徐 々 に オ レ ン

ジ に 変 化 し て い く ） す る こ

と を 確 認 す る              

モ ニ タ リ ン グ 、 修 正 措 置 及

び 検 証 記 録 を 作 成 後 1 週 間

以 内 に 見 直 す  

モ ニ タ リ ン グ 、 修 正 措 置 及

び 検 証 記 録 を 作 成 後 1 週 間

以 内 に 見 直 す  

記録文書  科 学 的 根 拠 を 示 す 学 術 論 文

/ TTI 製 造 業 者 か ら 入 手 し

た 文 書（ 製 品 規 格 書 /取 扱 い

説 明 書 ）  

TTI Shipment Val idat ion 

Sheet/TTI 受 入 れ 記 録 /時

間 温 度 暴 露 評 価 書  

TTI 受 入 れ 記 録 /TTI 在 庫 管

理 記 録  
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 CCP4 CCP5  

工程  Ｔ Ｔ Ｉ の 起 動 ・ 貼 付  配 送   

危害  TTI の 不 適 切 な 取 扱 い に 起

因 す る 時 間 温 度 暴 露 に よ

る 、 最 終 製 品 中 の 病 原 菌 の

増 殖 お よ び 毒 素 の 産 生 /サ

バ 類 毒 素 の 産 生

/C.botul inum 毒 素 の 産 生

輸 送 中 の 不 適 切 な 取 扱 い に

起 因 す る 時 間 温 度 暴 露 に よ

る 、 最 終 製 品 中 の 病 原 菌 の

増 殖 お よ び 毒 素 の 産 生 /サ

バ 類 毒 素 の 産 生

/C.botul inum 毒 素 の 産 生

 

管理方法  反 応 テ ス ト を 実 施 し 、 TTI

が 正 し く 反 応 す る こ と を 確

か め る 。 /正 常 に 起 動 し た

TTI が 貼 付 さ れ て い る こ と

を 確 認 す る  

TTI が 指 標 の 温 度 を 越 え て

反 応 し て い な い こ と を 確 認

す る  

 

管理基準  TTI の 起 動 可 能 温 度 (21℃

～ 24℃ )で 45 分 ～ 1 時 間

経 過 で 色 が ピ ン ク が か っ た

色 に 変 化  

TTI が 温 度 の 影 響 に よ り 変

色 （ ピ ン ク が か っ た 色 で な

い ） し て い な い こ と  

 

モ ニ タ

リ ン グ

方法  

管理対象 TTI 購 入 ロ ッ ト /包 装 さ れ

た パ ッ ケ ー ジ 毎  

製 品 に 添 付 さ れ た TTI  

場所  梱 包 室  保 管 庫   

管理方法 作 業 開 始 前 /貼 付 作 業 中 に

目 視 で 確 認 す る  

着 荷 時 に 目 視 で 確 認 す る   

頻度  1 ロ ッ ト 毎 /全 数  1 ロ ッ ト 毎 /全 数   

担当者  梱 包 室 責 任 者  輸 入 業 者   

是正処置  反 応 テ ス ト の 結 果 が 判 明 す

る ま で ロ ッ ト は 留 保 さ れ

る 。 /異 常 が 発 見 さ れ た 場

合 、正 常 に 起 動 し た TTI を

貼 付 す る /入 荷 し た 全 製 品

を 製 造 業 者 へ 返 品 し 、 原 因

の 分 析 を 依 頼 す る  

TTI の 管 理 基 準 を 超 え た 全

て の 製 品 を 廃 棄 す る 。  

 

検証方法  モ ニ タ リ ン グ 、 修 正 措 置 及

び 検 証 記 録 を 作 成 後 1 週 間

以 内 に 見 直 す /TTI の 起 動

が 正 常 に 行 わ れ て い る こ と

の 確 認 /製 品 受 領 時 に TTI

納 入 業 者 か ら 提 供 さ れ る

TTI Shipment Val idat ion 

Sheet の 確 認  

モ ニ タ リ ン グ 、 修 正 措 置 及

び 検 証 記 録 を 作 成 後 1 週 間

以 内 に 見 直 す /販 売 先 受 入

担 当 者 か ら の 連 絡  

 

記録文書  TTI 在 庫 管 理 記 録 /TTI 

Shipment Val idat ion 

Sheet 

/TTI 受入れ記録/工程管理表

TTI 検 証 記 録 /工 程 管 理 表 /

輸 送 温 度 記 録  

 

※ こ の HACCP プ ラ ン は 概 略 的 に 記 載 し た も の で あ り 、 参 考 程 度 と し て 頂 き た い 。 
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EPA（ 環 境 保 護 庁）〔関連説明 ：6 ページ 参照〕  

EPA は「 連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法」に基づき、牧場や飼料 作物等に使 われ

る 農 薬 の 登 録 や 適 正 な 使 用 方 法 の 設 定 を 行 な う ば か り で な く 、「 連 邦 食 品・医 薬 品 ・

化粧品法」 による食品 中への残留 農薬基準の 設定も行な っており、 農薬に関し て は

登録から基 準の設定、 監視まで、 一貫して EPA が管理している 。登録され た農 薬

の 内 容 や 適 正 使 用 基 準 、 残 留 基 準 等 は 施 行 規 則 と し て 連 邦 規 則 集 の タ イ ト ル 40

（40FCR）パ-ト 150～189 に記載され ている。農 薬の使用実 態やその他 の環境

汚染科学物 質等による 汚染状況を 調査するこ とも EPA の作業のひ とつであり 、養

殖海域にお ける環境汚 染科学物質 のリスク評 価や規制を 行なってい るのは EPA の

下 部 組 織 と な る 、 汚 染 防 止 農 薬 有 害 物 質 局 (OPPTS:Office of 

Prevention,Pesticides and Toxic Substances)である。  

 

USDA/FSIS（ 農 務 省 /農 務 省 食 品 安 全 検 査 局）〔関 連説明：6 ページ参照 〕 

FSIS は農 務省の公衆 衛生担当部 局で、「連 邦食肉検査 法」に基づ き、食肉全 般の

安全性確保 に関する作 業を行なっ ている。生 産段階にお いては、家 畜の病気の 検 査

や農薬・動 物用医薬品 の残留検査 、流通段階 においては 食肉製品の 表示、包装 等 の

規則の制定 を行い、安 全な食肉を 消費者に届 ける事がで きるよう、 生産者を監 視 ・

指導するほ か、消費者 が食肉を適 切に扱う事 ができるよ う、消費者 教育や消費 者 の

相談に応じ ることや、「連邦家禽 肉検査法」「連邦卵検 査法」に基 づき家禽肉 や卵 の

安全性を確 保する事 も FSIS の 役割である 。動物用医 薬品や農薬 等の科学物 質に関

して、FDA や EPA が設定した 残留基準や 適正な使用 方法を生産 者がきちん と守っ

ているかど うかをモニ タリングす ることも FSIS の役目 である。ワ シントン DC を

本部に、カ リフォルニ ア、アイオ ワ、テキサ ス、アトラ ンタ、フィ ラデルフィ ア の

5 箇所に地 方本部を置 き、更に 26 箇所の地 域事務所 と 188 の巡回検査事 務所を使

い検査・指 導・監督を 行なってい る。科学物 質の検査 は NRP（National Residue 

Program）と呼ばれ る残留物質 検査法に基 づき毎年計 画的に行な われ、また 微生物

学的な衛生 対策におい ても、病原 菌低減化プ ログラム、 HACCP の 義務化、食 肉の

取り扱い表 示の導入等 積極的な活 動を行なっ ている。こ れら FSIS の施策は、 施行

規則として 連邦規則集 タイトル 9（9CFR） に記載され ている。  

 

 

３．食品安 全行政の今 後の動向  

食品安全に 関わる取り 組みの中で 、最も注目 されるもの のひとつに 食品安全 近 代

化法（FSMA:The Food Safety Modernization Act）が挙げ られる。同 法は FDA 

に新たな執 行権限を与 え、予防・ リスクに基 づいた食品 安全基準の コンプライ ア ン

ス遵守を食 品製造工場 へ義務付け たり、発生 時の早急な 対応及び拡 散を阻止す る こ

とを狙いと している。  

また、 輸 入食品につ いても国産 食品と同様 の基準を適 用すると同 時に、地方 自 治
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体と連携し 統合した国 家食品安全 システムを 構築すると しており、2011 年  1 月

にオバマ大 統領が署名 し、従来の 事後対応か ら事前予防 を強化する 法律として 制 定

された。FDA 長官は、新たな規定 により ア メリカ国民 の健康と安 全を守るた めに、

食品安全制 度を強化す ることは重 要なステッ プであると 述べ、今後 の新たな政 策 の

重要課題と 位置付けて いる。具体 的には、食 品加工施設 による予防 コントロー ル 指

針 の 作 成 、 FDA に よ る 青 果 物 基 準 の 設 定 、 国 内 外 の 食 品 加 工 施 設 に お け る 立 ち 入

り調査の強 化、FDA によるリコ ール行使の 権限の 4 つの規定を 強調してい る。  

また、最近 の動きとし て、日本か らの輸入食 品に関する 安全強化の 取り組み が 挙

げられる 。これは、2011 年  3 月に日本 で起きた東 日本大震災 で福島第一 原発事

故が起き、 周辺地域 の農産物か ら放射性物 質が検出さ れたことを 踏まえ、米 国は 福

島、茨城、栃木、 群 馬で生産さ れた牛乳・乳製品、生 鮮野菜及び 果物等の輸 入を停

止 す る 方 針 を 表 明 し た 。 FDA は 米 国 税 関 国 境 警 備 局 （ CBP:U.S. Customs and 

Border Patrol）と連 携を取りな がら、CBP が常時行 っている輸 入製品、輸 入貨物 、

旅 行 者 所 持 品 の 放 射 性 物 質 検 査 を す る 自 動 特 定 シ ス テ ム （ Automated Targeting 

System） を 駆 使 し 、 安 全 を 脅 か す 可 能 性 が あ る 製 品 の 検 知 を 行 っ て お り 、 段 階 的

に 規 制 を 緩 め つ つ は あ る も の の 、 FDA の 輸 入 検 査 ス タ ッ フ は 日 本 か ら の 規 制 対 象

製品全品を 確認し、更 なる検査が 必要かどう かを分類し ており、今 後も厳密な 監 視

とスクリー ニングが継 続される。  

 

 

４．FDA の権限下に 移行したリ コールの仕 組み  

新たに制定 された食品 安全近代化 法の重要な 事項の一つ に、強制的 リコール 権 限

の FDA への付与（ 第 206 条）が ある。従前 の米国にお ける食品の リコール制 度は、

FDA、USDA/FSIS の二つの行 政庁が管轄 していたが 、いずれ の 場合も原則 として

事業者が自 主的に行う ものであり 、当局が回 収を要請で きる仕組み （強制的な リ コ

ールの命令 権限は裁判 所が有して いた）とな っていた。  

昨年、韓国 において水 産加工場（ 缶詰製造）の FDA の査察時に、GMP 違反とし

て大規模な 回収命令が 下された事 例が起きて いる。今後 留意すべき 事項でもあ る。  

 

（健康に対 する危害の 評価と分類 ：FDA ガ イドライン より）  

・その製品 の使用によ って、既に 疾病や傷害 が起きてい る 

・現 状をそ のままにし ておけば、人或いは動 物の健康に 対する危害 を増大する こ

とになる  

・そ の製品 に接する可 能性がある 様々な消費 者のうち、特にリスク が最も大き い

階層（幼児 や病人等） に及ぼす危 害の程度  

・リスクが 大きい消費 者集団が曝 される健康 危害の重大 さ 

・危害が起 こる可能性  

・危害がも たらす結果 （短期的、 長期的影響 ） 
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（クラス分 類）  

クラス 1： 

当 該 食 品 の 摂 取 に よ り 深 刻 な 病 状 を 呈 す 、 ま た は 死 亡 す る 可 能 性 が あ る 場 合

（ 食 肉 で は 、 加 熱 前 の 牛 ひ き 肉 内 か ら  O-157 が 検 出 さ れ た 時 や 、 調 理 済 み 製

品から リ ステリア菌 が検出され た場合など ）  

 

クラス 2： 

当該食品の 摂取により 健康を害す る可能性が ある場合（ 例えば、ソ ーセージ の

成 分 表 示 に ア レ ル ギ ー 症 状 を 引 き 起 こ す 可 能 性 の あ る 原 料 が 入 っ て い る と の 注

記がなかっ た場合）  

 

クラス 3： 

当該食品を 摂取しても 、健康を害 することは ないが、連 邦規則に基 づく適切 な  

成分表示が されていな かった場合   

 

(市場から の撤去:Market withdrawal）  

リコール以 外に米国で は、市場 か らの撤去と いう制度が あり、FDA の法的措置の対

象とならな いものもあ る。これは 、企業が産 品を市場か ら撤去した り、違反を 修 正

したりする ものである 。 

 

市場からの 引き上げ（ Withdrawal）  

FDA や FSIS の法的措置が必要 で無い軽度 の違反があ った場合に 適用される 。又

は製造業者 が、その製 品が社内の 仕様に合致 していない 等の他の理 由で流通か ら 引

き揚げたい と望む場合 に適用され る 

 

在庫品の引 き上げ（Retrieval）  

製品がまだ小売段階の流通機構には入っていないで、社内にあり、製造業者自身が

コントロールできる場合、又は倉庫に保管してあり、そこから流通機構に流れていな

いことを製造業者が保証できる場合に、そのような製品の引き揚げに適用される 

 

是正（Correction） 

製品の修復 、修正、ラ ベルの張替 え、その他 製品が流通 機構に留ま れるよう に 製

品を調整し 、或いは規 制当局の同 意を得て、 製品の廃棄 を行う場合 に取るべき 段 階

に関する規 定 

 

※情報提供 ：鹿児島大 学農学部教 授 岡本嘉 六様  
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Ⅴ .米国への水産物の輸入の仕組み    

１．米国に おける水産 物の安全性 確保の経緯 と関連規則  

1993 年 4 月 FDA は水産物検 査規則に HACCP を義務付ける 意思がある ことを

表 明 し た 。 こ れ は 、 1991 年 に 米 国 科 学 ア カ デ ミ -が 水 産 物 に つ い て の 研 究 で 、 市

場でのほと んどの製品 は消費者に 危害を及ぼ す事はない としながら も、かなり の と

ころで消費 者にリスク を与えてい る事や、病 気が起こっ ている事を 指摘し、現 在 の

法規制の改 善が必要で あると勧告 したためで ある。  

米国海洋漁 業サ-ビス（NMFS: National Marine Fisheries Service）において

も規則が制 度化される までの暫定 措置として 、1993 年 5 月に自主的な検 査プロ グ

ラムであ る National Seafood Inspection Program において、品質管 理の部分を

HACCP に 置き換える ことを発表 して、政府 監督機関に おける合意 がなされた 。 

こ れ ら 一 連 の 動 き に 対 し て 、 水 産 業 界 団 体 で あ る 全 米 水 産 協 会 （ NFI: National 

Fisheries Institute,Inc.）も その適用を 全面的に支 持した。そ して、1994 年 1

月、その規 則案が出さ れ、1995 年 12 月 に最終規則 が発表され た。この規 則で、

FDA は水産物の安全 性確保を現 在よりも効 果的で能率 の良いシス テムにする こと 、

消費者の信 頼度を上げ ること、ま た米国の水 産物が世界 の市場に引 き続き受け 入 れ

られるよう にすること を目的にし ている。ま た、米国は 水産物を 約 135 の 国々か

ら 輸入 し 、 その 数 量 は全 米 で 消費 さ れ る水 産 物 の 55％ 以 上に も の ぼり な が ら、 輸

入業者の多 くが、水産 物の危険性 を認識して いない事が 調査の結果 から判明し た為 、

輸入水産物 の安全性確 保の為に も HACCP システムの 導入が進め られたとも 言われ

ている。  

 

米国へ水産 物を輸入す る場合、米 国国内に流 通する国産 品と同様に 連邦規制 の 対

象となる。 米国では、 食肉・家き ん肉および その加工品 を除いて FDA の所 管であ

り、FDA は、食品 に 関する規格 、表示 、添 加物、農 薬  残留、衛 生管理等に ついて

の各種規制 を行ってい る。  

米 国 に 輸 入 し よ う と す る 食 品 が 仮 に  FDA の 諸 規 制 に 適 合 し て い な い 場 合 に は 、

米国国内へ の流通を拒 否され、留 め置かれる 。留め置か れた食品は 輸入業者か ら の

ヒ ア リ ン グ を 踏 ま え て 、 FDA の 規 制 に 適 合 、 食 品 以 外 の 用 途 に 転 用 、 破 棄 、 再 輸

出のいずれ かの措置が 取られる。  

FDA の規 制に適合さ せるための 修正作業は 、FDA の検査官の監 督の下にて 行わ

れ、費用 は 輸入業者の 負担となる 。 なお 、食肉・家き ん肉等につ いては USDA の

所管であり 、動物の輸 入と検疫に 関する法律 に基づき輸 入手続きが 行われる。 米 国

へ の 食 品 一 般 の 輸 入 手 続 き は 、 FDA と 税 関 の 連 携 の 下 に 実 施 さ れ て お り 、 そ の 具

体的な手続 きは次のと おりである 。 輸入業 者等は、輸 入品が到着 する 5 日（営業

日 ） 前 か ら 税 関 に 輸 入 に 関 す る 申 請 書 を 提 出 で き る 。 FDA は 、 税 関 か ら 次 の 書 類

等により食 品が輸入さ れる通知を 受ける。FDA は、輸 入申請書を 審査して輸 入品を

到着地検査 、サンプリ ング検査等 が必要かど うか決定す る。  
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検査が必要 な場合、税 関および輸 入業者等に その旨通知 する。サン プリング が 行

われた後、サンプルは  FDA の 検査室に運 ばれ、検査 が行われる 。規制に適 合して

いない場合 、FDA は税関および 輸入業者等 に留置とヒ アリングの 実施告知を 行う 。

FDA は、 輸入の迅速 化を図るた め、輸入業 者等に次の ような指導 を行ってい る。  

輸入品が規 制に適合し ていること を発送前に 判断してお くこと、輸 入前に民 間 検

査機関に輸 入品のサン プリング検 査を実施し てもらい、 分析結果を 証明しても ら う

こと、輸送 契約の前に  FDA の 規制に精通 しておくこ と、また、輸入手続き を十分

に把握して おくことな どである。  

食品安全近 代化法にお いても輸入 業者の責務 は一段と重 くなってお り、バイ オ テ

ロ 法 に 基 づ く 施 設 の 登 録 の 際 の 米 国 内 エ ー ジ ェ ン ト と 共 に 詳 細 な 協 議 が 必 要 と な る 。 

 

（輸入水産 物に対する 特別の義務 事項）  

水産物の輸入に関しては、連邦規則タイトル 21 パ-ト 123.12 において、米国に輸

入される魚介類および水産物に対して特別の義務事項を次のように規定している。 

 

A.輸入者 が行なうべ き検証業務：すべての 魚介類及び 魚介製品の 輸入者は、次の 要

件のいずれ かに基づき 輸入する  

 

(a)FDA と有効な覚書（MOU）を交わして いるか、ま たは同様の 合意に達し てい る

国から魚介 類および水 産物を輸入 する事。こ の同意とは 、魚介類お よび水産 物 に

関するもの で、米国と 同等または 米国の検査 システムに 従って検査 している 事 、

当事者間の 状況を正確 に反映して いる事、お よび全ての 部分におい て適正に 機 能

しており、 施行可能で ある事が記 載されてい る事。  

(b)米 国 へ 輸 出 した 魚 介 類お よ び 水産 物 が 、本 パ-ト の 要 件 に した が っ て加 工 さ れ た

物である事 を保証する 為の文書に よる検証手 順を作成し 、実施する こと。こ の 手

順には、少 なくとも、 次のことが 含まれてい なければな らない。  

 

製品の規格 が、連邦食 品・医薬品・化粧品法 の 402 条で定められ ているよう に、

危害が起っ たり、健康 に害をもた らすような 粗悪なもの でないこと 、あるいは 、 非

衛生的な条 件で加工、取り扱いを されていな い事を確認 するような ものである こと 。 

 

確認のステ ップとして は次のよう なものが含 まれる  

①輸入しよ うとしてい る特定のロ ットの魚介 類および水 産物につい て、本パ-ト で定

められてい る HACCP および衛生 管理モニタ リングの記 録を輸出国 の製造業者 か

ら入手する 。 

②外国政府 の検査機関 または法的 能力のある 第三者機関 から、輸入 した魚介類 お よ

び 水 産 物 が 本 パ -ト の 要 件 に し た が っ て 加 工 さ れ た も の で あ る こ と を 保 証 す る 旨

の証明書を 包括的に、 あるいはロ ット毎に入 手する。  
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③輸入した 魚介類およ び水産物が 、本パ-トの 要件に従っ て加工され たものであ るこ

とを保証す るため、外 国の製造施 設を定期的 に検査する 。 

④外国製造 業者の HACCP 計画 、および輸 入した魚介 類および水 産物が本パ -トの

要 件 に 従 っ て 加 工 さ れ た も の で あ る 旨 の 外 国 製 造 業 者 か ら の 文 書 に よ る 保 証 書

（いずれも 英文）のコ ピ-を保管 する。  

⑤輸入した 魚介類およ び水産物を 定期的に検 査するとと もに、輸入 した魚介類 お よ

び 水 産 物 が 本 パ -ト の 要 件 に 従 っ て 加 工 さ れ た も の で あ る 旨 の 外 国 製 造 業 者 か ら

の文書によ る保証書（ 英文）のコ ピ-を整理 して保管す る。  

⑥本パ-トに規定され た要件を満 たしている ことを保証 するその他 の適切な検 証。  

 

B.法的能力 のある第三 者機関：輸 入業者は 123.12A（ b）に規定 された検証 活動の

一部を行な わせるため 、または自 ら行なう際 の援助を得 るために法 的能力の あ る

第三者機関 を雇う事が できる  

 

C.記録：輸 入業者は 123.12Ab(Ⅱ)に規定 された確認 手段の実施 およびその 結果を

英文で記録 し保管しな ければなら ない。これ らの記録 は 123.9 に該当する 規定

に適合しな ければなら ない  

 

D.適 合 の 判 定 ： 輸 入 に 供 さ れ る す べ て の 魚 介 類 お よ び 水 産 物 は 、 本 パ -ト に 従 っ た

条件の下で 加工された 事の証明が なければな らない。も し輸入され た魚介類 お よ

び 水 産 物 が 本 パ -ト に 基 づ き 米 国 内 の 製 造 業 者 が 求 め ら れ て い る こ と と 同 等 の 条

件の下で加 工された旨 の証明がな ければ、当 該製品は粗 悪品とみな され、輸 入 が

認められな い。  

 

水産物を米 国に輸出す る際、日本 側の体制と して最も重 要なのが、 HACCP に 基

づいた手法 で製造され たものでな ければ米国 での輸入通 関ができな いという点 で あ

る 。 同 時 に 連 邦 食 品 医 薬 品 化 粧 品 法 （ FFDCA）、 公 正 包 装 表 示 法 （ FPLA） な ど に

も適合する ことが必要 となる。  

その他、マ グロやサケ など缶詰の 魚介類の場 合、HACCP を基本 とした低酸 性缶

詰食品プロ グラム（LACF 法）に基づき、海外の加工 業者は、米 国向けの輸 出の前

に加工業者 のデータと 、加工手順 の詳細を FDA に届け 出て登録す る必要があ り、 貝

類（貝柱や ムール貝、 カキなど） を輸出する 場合は、有 害物質を含 む食品や栄 養 分

表示などに ついて規定 した連邦食 品医薬品化 粧品法や貝 の捕獲海域 や運搬、衛 生 管

理方法など を規定した 国家甲殻類 衛生プログ ラムに従う ことが必要 となる。  

さらにバイ オテロ法に より、米国 へ輸入され る食品につ いて製造施 設をあら か じ

め FDA に 登録するこ とと、輸出 案件ごとに 貨物が米国 に到着する 前、一定期 間内

に FDA に貨物につい ての必要情 報を通知す ることが義 務付けられ ている。  
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２．バイオ テロ法によ る食品輸入 規制  

米国では 、2001 年  9 月  11 日の同時多 発テロ、そ の後の炭疸 菌事件以降 、セ

キュリティ を強化する 一方、セキ ュリティ関 連の新しい 法律を制定 するなど、 危 機

管理を進め ている。食 品も例外で はなく、バ イオテロ法 （公衆の健 康安全保障 な ら

び に バ イ オ テ ロ へ の 準 備 お よ び 対 策 法 ： The Public Health Security and 

Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002） は、同時多 発テロ等

を受け、2002 年 6 月にブッシ ュ米国大統 領の署名に より成立し 、2003 年 12 月

12 日に施 行された。同法に基づ く食品関連 規則として 、食品関連 施設の登録 、 食

品輸入の事 前通告、 食品に関す る記録の整 備・保持、  行政によ る留め置き 等の 4

つのルール が定められ ている。  

さらに、2011 年 1 月 4 日に制定された 食品安全近 代化法によ り、バイオ テロ法

の義務要件 の一部が改 正された。 食品安全に 関わるバイ オテロ法の 大きなポイ ン ト

は、国内で ヒトや動物 の消費に供 するための 食品を製造 、加工、包 装、保管す る 米

国内外の施 設は、バイ オテロ法 305 条の規 定に基づき 、2003 年より、FDA に登

録すること が義務付け られた点で ある。  

食品安全強 化法第 102 条（食 品医薬品化 粧品法第 415 条） により、偶 数年の

10 月 1 日から 12 月末までに、 登録施設は 登録を更新 しなければ ならないこ と と

なり、登録 更新は 2012 年 10 月 22 日か ら開始され た。  

 

（１）  食品関連施 設の登録  

米国国内で人や動物の消費に供するための食品を製造／加工、包装、保管す

る国内外の施設は、FDA に登録することが義務付けられた。具体的には、施

設に対し責任を有する所有者、操業者、代理人、またはその権限を委任された

者は、施設名称、住所、施設が扱う食品分類などの情報を登録しなければなら

ない。 

さらに、外国施設については、代理人を登録しなければならない。また、登

録内容に変更がある場合には、決められた期間内に修正しなければならないと

している。 

対象となる食品は、一部例外を除いて、栄養補助食品および栄養成分、乳幼

児用ミルク、飲料(アルコール飲料およびボトル入りの水を含む)、果物、野菜、

魚、水産加工品、乳製品、殻付き卵、食品または食品の材料として使用される

農業原材料、缶詰、冷凍食品、パン菓子、スナック食品、キャンディー(チュー

インガムを含む)、食用動物の生体、動物飼 料およびペットフードなどである。  

また、外国施設で、米国への輸出前に、さらに他の外国施設で製造加工や包

装される食品を製造する施設も除かれる。ただし、その加工や包装がラベル貼

りなど最小限のものである場合には例外とならず、製造加工施設と最小限の処

理施設両方の登録が必要となる。FDA によれば、約 42 万ヵ所の国内外の施

設が対象となり、FDA は登録された施設に対し、個々の登録番号を割り当て
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る。登録は、インターネット を通じた電子的手段や郵送で行うことができる。

なお登録費用は無料である。 

 

（２）  食品輸入の 事前通告  

輸入業者は、輸入食品が米国の国境に到着する 5 日前から以下の時間までに 

FDA に食品輸入の事前通告をすることが義務付けられる。 

ア 道路輸 送の場合は 到着の 2 時間前まで  

イ 航空や 鉄道輸送の 場合は到着 の 4 時間前まで  

ウ 海上輸 送の場合は 到着の 8 時間前まで  

エ 手荷物 あるいは預 け入れ荷物 として持ち 込まれる食 品が事前通 告対象 食

品である場 合は、輸送 形態毎に個 別に設定さ れたタイム フレーム。(FDA

の事前通告 確認書が必 要) 

オ  国際郵 便の場合は 、食品の郵 送前に FDA が電子通知を受信 ・確認す る

必要がある 。(小包に は FDA の事前通告確 認書を添付 する必要が ある) 

飲料を含むすべての輸入食品が事前通告の対象となるが、個人が個人用にア

メリカに持ち込む食品や、USDA の専管物資（肉、家きん肉、卵製品）、輸出

されるまで到着地を出ない食品、個人の住居内で作られ、個人的な贈り物とし

て個人によってアメリカ内の個人に対して送られる食品には適用されない。  

 

（３）  食品に関す る記録の整 備・保持  

食品の製造、加工、包装、流通、荷受、保管、輸入業者は、食品をどこから

仕入れ、どこへ出荷したかを記録しなければならない。この規則は、米国で消

費向け食品を出荷し、受け取るすべての業者に適用される。 

農家、レストラン、加工処理を行わない漁船、農務省専管の企業などは対象

外である。外国施設については、そこで製造される食品が、外国の施設でさら

に製造、加工、包装などをされる場合は対象外となる。 

また、小売業者が消費者に直接食品を販売する場合も、出荷先の記録保持は

免除される。 食品産業への経済的負担を最小限にするため、記録は必要とされ

る情報が含まれれば、紙、電子媒体など自由な様式で保存でき、既存の記録も

必要な情報が含まれていれば活用可能とされている。  

当該食品が法定基準に合致せず、人または動物の健康を著しく損なう、もし

くは死に至らす重大な脅威があるとの合理的証拠を FDA が得た場合、業者は

記録を営業時間内（午前 8 時～午後 6 時）の場合は 4 時間以内、その他の

場合は 8 時間以内に FDA に提示できるようにしなければならない。輸送業

者（トラック、個人業者、貨物列車、航空会社など）も同様の記録を保存する

ことが求められる。必要な記録を整備・保持していない場合は違法となり、連

邦政府に起訴される可能性がある。 記録は対象行為が行われた時点で行い、保

持すべき期間は、直接消費される生鮮食料品やペットフードを含む動物飼料な
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どの場合は 1 年間、その他は 2 年間としている。 

 

 

３．物流セ キュリティ 規制に関す る動向  

米国向け海 上貨物に関 するセキュ リティ規制 は、2001 年 9 月の同時多発テ ロ 事

件以降、急 速に強化さ れており 、これらの規 制は主に税 関国境保護 局（CBP）によ

って実施さ れている。 具体的に は 2002 年以降、「 コンテナ・ セキュリテ ィ・イ ニ

シアチブ（ CSI）」、「24 時間ルー ル」、「C-TPAT（テロ行為防止  のための 税関・産

業界パート ナーシップ ）」が相次 いで導入さ れ、現在こ れらのセキ ュリティ規 制が 多

層的に実施 されている 。規制強化 は今なお続 いており、 多層的に運 輸セキュリ テ ィ

を強化して きている。  

 

（１）  コンテナ・ セキュリテ ィ・イニシ アチブ（CSI）  

2002 年 3 月から実施された CSI は、米国向け海上コンテナに大量破壊兵器

を隠匿し米国内で爆発させる等のテロを未然に防止するため、CBP の職員を海

外へ派遣し、外国税関の協力を得て、ハイリスク・コンテナを識別し、検査す

るプログラムである。現在 58 の港で実施中であり、米国に向けて出荷される

コンテナ量の 86％をカバーしている。日本は 2003 年 3 月から相互主義に基

づき実施している。 

 

（２）  24 時間ル ール  

2002 年 12 月から実施されている 24 時間ルールは、外国港での船積み 24

時間前までに、船社などに積荷目録情報の提出義務を課す制度である。事前情

報の提出が求められる対象は海上貨物に限定されず、航空・陸上貨物にまで範

囲が広げられており、2004 年以降段階的に実施されている。10+2 ルールの

導入により、24 時間ルールの積荷目録情報と輸入者が提出する 10 項目の貨

物情報が CBP で船荷証券番号により結び付けられ、照合されることとなった。 

 

（３）  C-TPAT（テロ行為 防止のため の税関・産 業界パート ナーシップ ） 

2002 年 4 月から実施されている C-TPAT は、セキュリティ面のコンプラ

イアンスに優れた輸入者等に対し、検査率の減少等の優遇措置を施す制度であ

る。C- TPAT 参加企業にとっての利益は、検査率の減少、検査が必要になっ

た場合の優先的実施等が含まれる。C-TPAT は、約 9, 000 社のメンバーが参

加する 2001 年 9 月のテロ事件以降で最も大規模かつ成功した官民のパートナ

ーシップである。 

C-TPAT 参加メンバーが扱うコンテナ貨物の総数は、米国に入ってくる貨物

数の半分に達しており、国際的に活動する企業の負担軽減を図る観点から、米
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国の C-TPAT とこれに相当する諸外国の AEO（認定事業者）制度の相互承認

も進んでいる。日本の AEO 制度とも、2009 年 6 月に相互承認が実現し、日

本の AEO 企業からの輸入貨物の検査率の軽減、日本の関連事業者が AEO 企業

の場合の C-TPAT 参加者に対するバリデーションの簡素化等の優遇措置が与

えられることとなった。  

 

（４）  10+2 ルール 

2008 年 11 月に公表された暫定最終規則のもとでは、危険度の高いコンテナ

の特定作業を改善するため、1．輸入者に米国向け貨物に関する 10 項目の情報、

2．船社に 2 項目の情報を事前に CBP に提出することとされている。暫定最終

規則に基づき、罰則なしの試行運用が 2009 年 1 月 26 日に開始され、1 年間

の試行期間を経て、2010 年 1 月 26 日から罰則を含め完全実施された。暫定

最終規則では、輸入者の違反は 1 件当たり 5,000 ドルの罰金とされている。 

 

（輸入者に 求められる 情報-10 項目）  

1.売り主  

2.買い主  

3.記録上の 輸入者登録 番号／外国 貿易地帯（ FTZ）申請者識別番号  

4.荷受人番 号 

5.製造業者  

6.配送先  

7.原産国  

8.商品の HTSUS 番 号（6 桁）  

9.コンテナ 積み込み場 所 

10.混載業 者（詰め込 み業者）  

 

（船会社に 求められる 情報-2 項 目）  

1.船積み計 画書  

2.コンテナ 状況メッセ ージ  

 

（５）  100％検査 

2007 年に 成立した「 9.11 委員 会勧告実施 法」により 、2012 年までに外

国港におい て船積みさ れる全ての 米国向けコ ンテナが非 接触型透過 装置（Ⅹ 線 、

γ線）及び 放射線検知 装置により スキャンさ れることと なった。航 空貨物に つ

い て は 米 国 運 輸 保 安 局 （ TSA） に 対 し 、 米 国 発 の 旅 客 機 （ 国 内 線 を 含 む ） に

積載される 航空貨物 を 2010 年 8 月ま でに開被検 査または非 接触型装置 （X

線または放 射線検知装 置）によ り 100%検査するこ とを求めて いる。TSA は

認定貨物検 査プログラ ム（CCSP: Certified Cargo Screening Program）を
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導入し、製 造業者、倉 庫、配送セ ンター等の 検査施設を 認定するこ とにより 航

空 会 社 や フ ォ ワ ー ダ ー に 引 き 渡 す 前 の 検 査 を 認 め る こ と で 、 100%検 査 の 目

標を実現す ることとし ている。  

 

4．食品安 全近代化法 （FSMA） の動向  

2011 年 1 月 4 日 、食品安全 強化法（Food Safety Modernization Act）が成

立した。同 法は 40 数条から構成 されており 、一部の条 項は成立と 同時に施行 され、

それ以外の 条項は、そ れぞれ同法 で定められ たスケジュ ールに従っ て施行され て い

る。食品安 全強化法は 、米国で現 実に多発す る食品の危 害を防止し 、国民の健 康 を

保護するた めには、従 来重視され ていたリス ク評価のほ かに、生産 、輸入から 流通 、

消費に至る 過程で発生 するリスク の予防管理 を強化しな ければなら ないとの認 識 に

立っている 。そのため 、国内事業 者及び輸入 事業者の予 防管理の責 任について 罰 則

をもって強 化するとと もに、予防 管理徹底の ほか事故が 生じた場合 の迅速な原 因 究

明、被害の 拡大の防止 のため、FDA の検査 、記録閲覧 、回収の権 限などを強 化する

措置を導入 している。  

これは、食 品安全の確 保について 基本的には 生産や流通 の過程を問 わない、 食 品

安全近代化 法は、この 結果、国内 外の輸出入 事業者を含 食品事業者 に大きな負 担 を

要求するこ とになると 思われる。  

た だ、 現 時 点で 、 同 法の 具 体 的な 内 容 はま だ 明 らか に さ れて お ら ず、 今 後 1～2

年の間に作 成される関 連の連邦規 則との関連 性において 様々な検討 が加えられ 、 施

行されるこ とが予想さ れる。  

 

付 録 ． ９ に 、 米 国 食 品 安 全 強 化 法 （ 公 法  111-353） の 概 要 と 解 説 を 添 付 す る 。 
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Ⅵ 日本貿易振興機構（JETRO）ジェトロ・ニューヨーク事務所  

 

我が国と米 国と EU の 水産物貿易 の関係を把 握すること や我が国の 対米貿易に 関

する情報を 収集するた めに、日本 貿易振興機 構（JETRO）ジェト ロ・ニュー ヨーク

事務所を訪 問して、ヒ アリング調 査にご協力 を頂いたの で、その内 容を紹介す る。  

 

関連資料 11： JETRO 米国食 品市場概況 と水産物輸 出入  

 

１．米国の 市場につい て 

①米国は、 世界一の GDP（14.6 兆ドル ）を誇り、 人口は約３ 億１千万人 であり、

毎年３００ 万人近く増 加を続けて いることか ら、高い購 買力と成長 する市場 が 見

込める国で ある。  

②多様な民 族から成り 立っている ため、新し いものに対 しての重要 性が高い。  

③法制度や 税制度が整 備されてお り、商売の 失敗は少な く、契約書 通りに物事 を 進

められるこ とからビジ ネスを行い やすい。  

 

２．米国に おける日本 の水産物流 通 

（１）  近年の米国 における日 本の水産物 の流通、消 費の状況  

①  日本の主要 食品輸出先 国の金額の 順位〔2011 年〕は、１位香港 （約 806

億円）、２ 位米国（ 約 530 億円）、３位 台湾（約 350 億円）、８位Ｅ Ｕ（約

134 億円）となって いる。  

②  政府の肥満 対策により 、健康志向 が高まり、日本食の人 気も高いこ とから日

本食レスト ランが増加 傾向にある 。 

③  東海 岸 （ ニュ ー ヨ ーク 等 ） は、 人 口 密度 が 高 く、 高 所 得者 層 も 多い 。 ま た、

メディアも 集中してい るので情報 発信に有効 である。  

西海岸（ ロ サンゼルス 、サンフ ラ ンシスコ等 ）は、日 本 食レストラ ンが多く、

日系食品商 社も多くが 拠点を置い て活動して いる。日本 から距離が 近いこ と

も優位であ る。  

南部や中西部では、日本食普及は少ないが、今後の市場拡大には期待ができる。 

④  日 本 の 対 米 輸 出 食 品 の 動 向 に つ い て 、 輸 出 食 品 の 金 額 の 順 位 〔 2011 年 〕

は、1 位ブリ類（ 約 71 億 円）、2 位その他の調 味料〔醤油 、味噌、ケ チャ

ップ、マス タードを除 く〕（約 47 億円）、 3 位清酒 （約 32 億円）、4 位ス

ナック菓子（約 24 億円）、5 位 かまぼこ・練り製品（ 約 23 億円 ）、8 位ホ

タ テ （ 約 20 億 円 ） で あ り 、 上 位 10 品 目 に 水 産 食 品 は 3 品 が 入 っ て い る 。 

アメリカに ない日本し かない魚と してブリ、ハマチの人 気が高い。また、近

年は、安く て使いやす いことから 、冷凍の方 が生鮮より も取り扱い が多くな

っている。  
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⑤  日本の対米 輸出食品の 金額の順位〔2011 年〕で、水 産物に限定 すると、1

位ブリ類、 2 位ホタテ、3 位マグロ（ 約 4 億円 ）となって いる。アメ リカ

人が食べる マグロは、インドネシ ア等、東南 アジア産が 多く、色目 をつけ る

ために CO（一酸化炭 素）加工さ れているも のが多いと 聞いている 。日本 国

内の流通で は、ＣＯ加 工されたも のは禁止さ れている。  

（２）  米国の食品 流通、消費 における日 本の水産物 に係る全般 的及び品質・衛生 管

理等の要請  

①  米国が日本 から輸入で きない食品 として、ⅰ ）畜肉及び 畜肉エキス を含む製

品（動物 防 疫の観点か ら輸入不可 ）、ⅱ ）青 果（USDA のポジティブ・リ ス

トに 記 載 され た も のは 可 ）、 ⅲ） 米 国 が認 め て いな い 食 品添 加 物 や着 色 料を

含む食品、ⅳ）HACCP を用いた衛生管理を 行っていな い水産物等 が挙げ ら

れる。  

②  FDA が HACCP を推進してお り、日本に 馴染まない ことも考え られるが、

米国では、 衛生管理に 対しては HACCP が 基本である 。 

③  米国では、 2002 年に制定され たバイオテ ロ法に基づ き、FDA に食品関 連

施設の登録 と輸入事前 通告が義務 付けられて いる。米国 外の施設を 登録す る

場 合 、 関 連 会 社 や 取 引 先 を 米 国 代 理 人 と し て 指 定 す る こ と が 一 般 的 で あ る 。 

④  米 国 で は 、 2011 年 １ 月 に 成 立 し た 食 品 安 全 強 化 法 （ Food Safety 

Modernization Act） に よ り 、 FDA の 権 限 が 多 岐 に 渡 り 強 化 さ れ て い る 。 

こ の う ち の 一 つ に 、 米 国 の 食 品 輸 入 者 に 輸 入 食 品 の 安 全 検 証 を 義 務 づ け る

（ 食 品 安 全 強 化 法 第 301 条 ） も の が あ る が 、 水 産 物 HACCP、 ジ ュ ー ス

HACCP プ ログラムの 対象食品は 適用除外と なっている 。 

他に、FDA による外国施設の 検査強化（ 食品安全強 化法第 201 条、第 306

条）があり 、食品安全 強化法によ り、FDA による検査 を拒否した 外国施 設

からの輸入 は禁止され ることにな る。再検査 の場合、手 数料が徴収 される可

能性がある 。 

⑤  日本でも、 FDA の査 察は今後も 増える見込 みである。  

⑥  日本の水産 業界、流 通 業界に対す る FDA の食品安全強 化法の影響 は、査察

が増え、HACCP のグレーゾー ンの指摘が 厳しくなっ ている。  

⑦  ニューヨー クの話だが 、寿司レス トランのチ ェックは厳 しいという 話を聞 く 。 

⑧  JETRO で は、2012 年 12 月に ニューヨー ク、2013 年 1 月に日本（東 京 、

名古屋、大 阪）で米国 食品安全強 化法セミナ ーを開催し て周知と対 策を図っ

ている。  

（３）  日本の食品 輸出ビジネ スに対する アドバイス  

①  対象製品の 市場適合性 を理解して 、地域 、人 種、文化 、販売対象等 のターゲ

ットを絞り 、ターゲッ トに合った 商品スタイ ルの検討を 行い、市場 調査や販

売先との連 携を図るこ とが必要で ある。米 国 は、日本 の 25 倍も の面積があ

り、マー ケ ットの規模 は、米系・ヒスパニッ ク系＞中 、韓国系＞日 系となっ
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ている。競 合商品や最 終消費者の ニーズを掴 むことも重 要である。  

②  高品質、差 別化等の特 徴や日本産 であること のメリット を活かすこ と。  

③  新規性や特 徴がないと 既存製品と の差別化が 図れず定着 しない。ま た、日本

で流行した ものが米国 ではやると は限らない ことにも注 意が必要で ある。  

④  動物検疫、 植物検疫を クリアでき るものであ ることも注 意が必要で ある。  

（４）  米国の食品 衛生行政に 対する日本 企業の対応  

①  日本企業の 多くは、FDA に目を つけられる ことを嫌い 、積極的に 意見を述

べない傾向 にあるが、 中国や韓国 の企業は、 FDA に自らの意見を 述べて 主

張を通して いる傾向が 見られる。  

②  科学的根拠 を基に FDA と交渉を行えば、これまで輸 入規制され ていた食 材

の輸入許可 がなされた 事例はある 。 

例えば、日 本の下関の フグが米国 の日本食レ ストランに 納品されて いる事 例

がある。  

 

 

３．米国水 産物の食品 貿易の状況 （対 EU 輸出入含む）  

①  米国の主要 食品輸出先 国の金額の 順位〔2011 年〕は 、1 位カ ナダ（約 214

億ドル）、 2 位メキシ コ（約 160 億ドル）、3 位中国 （約 150 億ドル）、 4 位

日本（約 140 億ドル ）、5 位 EU（約 102 億ドル） となってい る。  

②  米国の水産 物の輸出額 〔2011 年〕は、 約 50 億ド ルである。  

③  米国の水産 物における 主要輸入国 の金額の順 位〔2011 年〕は 、1 位中国（ 約

26 億ドル ）、2 位カナダ（約 25.1 億ドル ）、3 位タイ（約 24.9 億ドル）、10

位 EU（約 4 億ドル）、14 位日 本（約 2.5 億ドル） である。  

④  米国の水産 物における 主要輸出国 の金額の順 位〔2011 年〕は 、1 位 EU（ 約

13 億ドル ）、2 位中国（約 11.5 億ドル）、3 位カナダ（約 11.3 億ドル）、4

位日本（ 約 8 億ドル）である 。このこと から米国に とって EＵは、水産物 輸出

において、 中国、カナ ダをしのぐ 取引先であ ることがわ かる。  

⑤  米国の対 EU 輸出水 産物品目の 順位〔2011 年〕は 、1 位フィレ（ 約 4 億ドル）、

2 位冷凍魚（約 3 億ドル）、 3 位甲殻類（約 2 億ドル）、 4 位貝類・イカ・タ

コ（約 1.5 億ドル） である。  

⑥  米国の対 EU 輸出水 産物のうち 魚種の金額 順位〔2011 年〕は、1 位たら類（約

2.2 億ドル ）、2 位ロブスター（ 約 1.8 億 ドル）、3 位ホタテ（ 約 1.2 億 ドル）、

4 位さけ・ ます（約 1.2 億ドル）、5 位魚卵 ・肝（約 0.5 億ドル ）である。  
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図Ⅵ-3.1 JETRO ニューヨー ク事務所で の調査  

 

 

 

 

  参  考  

    本 報告書で記 述されてい る単位の説 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

用  語  説  明  

ドル  調査当時は 、1 ドルが 83～84 円位 

ポンド  1 ポンド = 約 0.45 キログラム  

フィート  1 フィート  = 30.48 センチメー トル  

hp 1 kW ＝  1.34 hp（英馬力）  “HP”も使われる  

Mtoｎ 1 メトリッ クトン＝1000 キログラム  

華氏  

華氏温度記 号 °F に 対し、摂氏 温度記号℃  

関係式 Ｆ ＝（Ｃ×９ ÷５）＋３ ２ 
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Ⅶ 米国産の水産物における生産・加工・流通現場の調査  

米国の主要 な産地であ るシアトル 地区及び大 消費地であ るニューヨ ーク地域 で 、

水産物の生 産、輸入お よび国内調 達、加工、 流通、販売 を行ってい る水産物取 り 扱

い業者に対 して、次の ①～③の観 点から業務 見学とヒア リング調査 を行った。  

①  品質衛生管 理に係る対 応 

②  日本産水産 物の、米国 における流 通消費の現 状、問題点  

③  米国食品安 全強化法へ の対応  

※ 調査は 、平成 24 年 12 月に 実施したこ とに基づく 。 

 

１．漁業者 （加工設備 付トロール 船） A 社 

アラスカ州 の米国ベー リング海を 主漁場とし 、スケトウ ダラ漁業等 を主体に 生 産

活 動 を 行 っ て い る 米 国 大 手 漁 業 会 社 A 社 の 加 工 設 備 付 ト ロ ー ル 船 （ American 

Triumph 号）を 視察 した。当該 加工船は 、HACCP に 対応してお り、対 EU 輸出が

可能である 。同社は、 米国、日本 、欧州の販 売拠点を通 じて、国際 マーケティ ン グ

のネットワ ークを維持 している。加工設備付 トロール船 を 6 隻所有している 。同 タ

イプのトロ ール船は、 漁獲、加工 、凍結、冷 凍庫を有し ている。  

（１）  American Triumph 号の主なス ペック  

船名  American Triumph 号  

全長  285 フィート  

トン数  4,294 トン 

乗組員  125 名 

馬力  7,939 馬力 

冷凍庫  1,430Mton 

 

   

図Ⅶ .1-1 American Triumph 号   図Ⅶ .1-2 American Triumph 号に乗 船 

 

 ※  American Triumph 号 の詳細スペ ック（参考 ） 
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F/T American Triumph 

Class Deck Equipment 

Det Norske Ver i tas+1A1 

Stem Trawler 

A/S Hyd Brattvaag 

Trawl winch system 
Synchro2010

Main Dimensions Trawl winches 2*51tons

Length over a l l  286ft Net drums 2*42tons

Length between p.p.  
257ft

Headl ine/net 

sounder winch 
1*6tons

Breadth moulded 
54ft

Sweepl ine winch/net 

drum 
2*15tons

Design draught 24ft Gi lson winches 2*50tons

Depth to lower  

process ing deck 
22ft

Cod end winch 
2*29tons

Depth to upper  

process ing deck 
31ft

Outhaul winch 
1/6tons

Depth to trawl deck 40ft Retr iever winch 2*0.3tons

Depth to forecast le deck 49ft Capstan 2*5.5tons

Depth to back deck 57ft Windlass 2*5tons

Accommodation 104 Special Equipment 
Freezing hold capacity 2000 ㎥ Deck cranes  4tons

Fish meal tank capacity 625 ㎥ Main pump suppl iers Flygt Pumper A/S 

Fish o i l  tank capacity 330 ㎥ Tank sounding system N-control  Auto A/S

Total  RSW tank capacity 250 ㎥  Pel io Teknikk A/S

Fuel o i l  tank capacity 850 ㎥ Side thruster UF 63 TC 1500-800

Fresh water tank capacity 210 ㎥ Steer ing gear 18M300

Speed 16knots Rudder Ulstein Nor

Main Engine Freshwater gen JWP-26-C80

Make Warts i la  40tons/day

 Type 
2*BR32D

Freshwatergen.  

proc.water 
400tons/day

Power 2960kw@720rp

m

Vent i lat ion 
Novenco A/S

Main gearbox GVL 1250/L Oi l  separators MMP*304

Propel ler  9PR4-14BS3 Alarm System Datachief

Generator 
1200rpm,3*440V,60Hz

External  L ight ing 

lanterns 
Aqua s ignal

Auxi l iary Engine Boi l lers Anders Halvorsen A/S

Make Warts i la 2500kg steam/h

Type 6832E 6000kg steam/h

Power 
2430kw,720rpm

Processing 

Equipment 

Generator 720rpm,3*440V,60Hz Freezing equipment KE Process Div .A/S

Harbor Generator Plant Fish handl ing 

 equipment 

3*Baader 699

1*Baader 424A

6*Baader 182

6*Baader 52

1*Baader 212

1*Toyo 711

Make Caterpi l lar

Type 

3508DITA

Power 604kw@1800rpm  Sur imi  plant Nippon Suisan Ltd.

Generator 1800rpm,3*440V,60Hz Fish meal p lant Alfa Laval  Industr i

 
Temperature in 

 freezing hold 
Minus 30 degrees C
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（２）  加工漁船の イメージ  

 

出典：http://americanseafoodscompany.com/  

図Ⅶ .1-3 加工設備 付トロール 漁船の操業 イメージ  

 

 

出典：http://americanseafoodscompany.com/  

図Ⅶ .1-4 加工設備 付トロール 漁船の船内 イメージ  

 

American Triumph 号では、1 網で約 150 トンを漁 獲する。漁 獲物は、フ ロ

ースケール を経由後、加工場区画 へ送られる 。加工設備 では、計量 、選別、加 工 、

凍結（ プレ ート式冷凍 庫）が 行わ れる。卵、胃袋、すり 身、フ ィッ シュミール（粉

は 袋 詰 め す る ）、 油 （ 重 油 と 似 て い る 、 燃 油 と し て 燃 や す ） 等 は 無 駄 な く 利 用 さ

れ 、 捨 て る と こ ろ は な い 。 ベ ー リ ン グ 海 の ス ケ ト ウ ダ ラ 、 パ シ フ ィ ッ ク ·ホ ワ イ

ティングす り身と切り 身、鱈フィ レ、スケト ウダラの卵 、魚油等を 生産する。  

 

American Triumph 号  

Length : 286’ 

Tonnage: 5015ITC-4294GT 

Hold Capacity :  Frozen 1400mt 

Fish meal  260mt 
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（３）  船員につい て 

125 名の乗組員がい る。キャプ テン、航海 士をはじめ 、フィッシ ュマスター（ 漁

労長 2 名－2 交代）、工場長－ プラントマ ネージャー 、製造メン バー、品質 管 理

メンバー（ 各船にトー タル 6 から 9 人乗船）が含ま れる。魚の 状態、処理 時間 等

についてフ ィッシュマ スターと工 場長が密に 連携をとっ て作業に取 り組んでい る 。 

 

（４）  品質衛生管 理の取組み  

品質保証管 理は、SSOP、HACCP ベースプログラムを 作成し、監 視している 。

FDA は、年に 1 回監査を行い 、FDA の アラスカ機 関も別に監 査をする（ 対応記

録、チェッ ク結果、日 報など）。 船内には、 専用の品質 管理室が設 けられてい る 。 

NOAA の 要員がオブ ザーバーと して 2 名体制で乗船 して、漁獲 資源の監視 と

して、バス ケットサン プルとカメ ラでバイキ ャッチ（混 獲）の監視 を行う。  

加工場は 2 デッキで 構成されて いる。洗浄 については 、操業期間 中でも毎日 洗

浄殺菌をし ている。さ らに、1 日 の中で作業 停止中につ いては、随 時洗浄殺菌 を

行う。ま た 5 日間を目安に、生産をシャ ットダウン して徹底的 に洗浄殺菌 もし て

いる。洗浄 方法は高圧 洗浄、ケミ カル洗浄、 泡洗浄であ る。従業員 の衛生教 育 も

充分に行き 届いている 。 

  

（５）  American Triumph 号の紹介  

  

図Ⅶ .1-5 American Triumph 号外観     図 Ⅶ .1-6 甲板の様子  
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図Ⅶ .1-7 操舵室           図Ⅶ .1-8 メスルー ム 

 

 

  

図Ⅶ .1-9 原魚重量連続測定の工程  図Ⅶ .1-10 製造 ラインの監 視モニター  

 

 

  

図Ⅶ .1-11 混獲魚選別の工程     図Ⅶ .1-12 急速凍結の工程  
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図Ⅶ .1-13 清潔なプ ラスチック ケース 図 Ⅶ.1-14 洗浄保管さ れた冷凍パ ン 

 

  

図Ⅶ .1-15 HACCP 関連の要領 と記録の保 管 図Ⅶ.1-16 HACCP に関 わる点検票  

 

 

  

図Ⅶ .1-17 英語表記 の製品ラベ ル例   図Ⅶ .1-18 日本語併 記の製品ラ ベル例  
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図Ⅶ .1-19 幹部の居 室         図Ⅶ .1-20 一般船員 の居室  
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２．水産物 加工業者 B 社 

 

B 社は、生 産、加工か ら販売まで を一貫して 行う大手水 産会社で、 主にアラス カ

および太平 洋北西部を 生産拠点と している。  

漁船、加工 船、運搬船 といった各 種の船艇を 所有し、戦 略的に配置 した工場 の ネ

ットワーク や高度加工 設備、幅広 い販売・流 通網を有し ている。  

生 産 工 場 は ア メ リ カ の 食 品 医 薬 品 局 （ FDA）、 州 当 局 、 第 三 者 機 関 の 検 査 を 受 け

ており、ま た社内にも 品質保証部 門を設置し ている。  

 

（１）  陸上加工場  

北西シアト ルのダウン タウンのウ ォーターフ ロントに位 置している 加工場 施 設

を視察させ て頂いた。  

製造施設で は、B 社の ブランド品 として、カ ニ、タラ、 スケトウダ ラ、オヒ ョ

ウ、ソール（舌平目）、鮭の様々 な製品を製 造している 。加工場は 年間 40 万ポン

ドの生産能 力がある。 また、同工 場には 80 万立方フィ ートの配送 ／冷蔵セン タ

ーを有し、主要な流通 施設がある 。施設には 約 150 人の従業員が 勤務してい る。

FDA の認 定番号（CFN）を取 得している 。 

 

（２）  Breaded Alaskan cod の生産工程  

Breaded Alaskan Cod（タラ の切身パン 粉付フライ ）の製造ラ インを視察 し

た。加工場 内に入る際 、人間は、 サニタリー エリアで洗 浄してから 作業場に 入 る

がエアシャ ワーの装置 は設置して いない。  

原料のアラ スカ産タラ の凍結フィ レを冷凍の まま、切 身 加工し、38℃（100°

F）のお湯で洗浄して からバッタ ーとパン粉 をつけ、フ ライにする 。その後 、200℃

（390°F）×25 秒 間フライヤ ーを通過し 、－40℃（－40°F）×30 分 スパイ

ラルフリー ザーで凍結 され、金属 探知機、計 量、パッキ ング、箱詰 め、金属 探 知

機の工程を 通過して冷 蔵庫に保管 される。こ こまで、間 仕切りのな い一つの 空 間

で全ての作 業が行われ ている。し かし、交差 汚染が起き ないよう動 線は一方 通 行

化され、各 工程の間隔 には十分な スペースが ある広さで あった。  

 

（３）  品質衛生管 理について  

①  NOAA が 施 設 審 査 を 行 い 、 調 査 結 果 を FDA に 報 告 す る 。 FDA は CFN

（Central File No.）を発行す る。衛生証 明書（Health certificate）は、

NOAA が発行する。 FDA が発行している №は、EU が発行して いる№で は

ない。FDA の№を 取得してい れば、EU の CF № が自動的に 取得される よ

う米国と EU の間で 取り決めが 行われてい る。  
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②  EU の米国 内施設の査 察は、EU と米国の合 意によって 、FDA が 代行するこ

とになって いる。FDA がルールを作り、 EU を含む 外国との交 渉は USDC 

NOAA が行っている 。 

③  米国と EU の HACCP の認識は、必ずし も一致して いるとは思 えないが、

米国と EU の合意があ れば、その 効力が優先 される。  

④  HACCP プランとし て、重量、 アレルゲン 、金属探知 機が CCP である。B

社では、重 量を CCP にしている 。フライヤ ー温度と微 生物対策 は CCP と

していない 。米国では 、一般的に 加工場で加 熱と未加熱 のエリアを 壁で仕切

ってはいな い。食用の 時に加熱を 義務付けて いる製品だ からである 。フライ

ヤーの油は 、3～4 日 使うが、状 況に応じ て QC 担当が判断し て交換する 。

特に原料に アレルゲン を含む場合 、油は取り 換えられる 。 

 

（４）  日本からの 水産物輸出 について  

①  B 社が、 日本の HACCP 未認 定加工場か ら仕入れを 行う場合、 B 社がそ の

加工場のオ リジナル の HACCP プログ ラムを作成 するケース もある。米 国

の企業と組 んで独自 の HACCP プログラ ムで取り組 めば、米国 の Inspector

を日本に連 れてきて も 3,000～4,000 ドル位の出 費で済む。  

②  日本との取 引において は、日本の 港湾が、ハ ブ港になっ ていないこ とが大き

な障害の一 つである 。韓国の釜山 港はハブ港 であり 、大 型冷蔵庫が 多いので、

エージェン トが活躍し ている。物 流が流れて いく方に、ビジネスが 流れてい

く。日本政 府はトラン ジットの衛 生認証を出 さないため 、カーゴの ハブにな

れない。こ れは日本に ハンディと 考えられる 。 

 

（５）  EU の水産 物需要の傾 向 

①  東欧：冷凍 魚（安い魚 ） 

②  西欧：前浜 よりの流通 が確立され ている。  

③  Rock Sole、Yellow Sole はア ラスカだけ が供給でき る。  

昔は日本人 だけが買い 付けていた が、今は中 国が大量に 買い付けて いる。  

EU や米国 も食べるよ うになって きている。  

④  ベニサケが 、最近日本 で売れなく なり、売り 先を EU へ向けている 。 
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３．水産物 取扱事業者  C 社 

 

水産物から 加工食品、 さらに食品 加工機械ま で、世界の 海をフィー ルドに水 産 物

を輸入し、食品原料や 加工食品と して供給し ている日系 企業の食品 商社であ る C 社

を訪問して 、水産物 の EU 輸出認証に関し てヒアリン グを行った 。 

 

（１）  CFN（ Central File Number）  

①  米国の殆ど の水産関連 企業は CFN を持っ ている。CFN は USDC が検査 し

て、FDA に登録する 。漁船は米 国船籍であ ること。EU Certification 入 手

のために必 要である。  

②  American Seafoods Triumph は、CFN 3025919 を有し ている。  

③  CFN は、 以前 NOAA の漁業許可番号だ った。7～ ８年前に EU と FDA が

協議したと きに、許可 番号として 採用した。  

④  対象は漁船 と陸上の加 工場。HACCP を当該 漁船と加工 場が持って いること

を条件に FDA が許可 し、CFN を出す。待 っていない 工場もある 。 

⑤  FDA のリ スト  

   http://www.accessdata.fda.gov/scripts/EUCert/EU-Cert-list.CFM  

 

（２）  米国の漁船 の制度  

アラスカ漁 船の種類（ 参考）  

・ Amendment 80 トロール船  CF№を持っている。  

・ AFA トロール船 （大型）      〃  

 Trawl ﾌﾚｯｼｭでﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ 

（陸上工場 ） 

CF№を持っていない 。 

・ Hook-and-Line はえ縄船  CF№を持っている。  

 Pot カニかご  誰でもアク セスでき、枠

を確認でき る。   Pot＞＝60ft 小型かご  

 Jig ジキング   

 

（３）  関連資料  

関連資料 12： US FDA-EU Export Certificate List （2012oct） 

関連文書 13： Official EU list2 (EU) Fish and Fishery Products Certifi

cate Lists 
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（４）  シアトルの 漁業基地と 水産会社  

シアトルに おける現地 調査では 、A 社の原料買付や B 社の加工 製品取扱い を行

っている C 社及び漁具等を手掛 ける日系企 業の N 社 にご協力を 頂いた。  

シアトルの 漁港は、1914 年に開港して以 来、太平洋 側の重要な 漁業基地と し

て発展し、 シアトルを 母港とする 漁船は、全 米の水揚高 の約４割以 上を扱っ て い

るとされて いる。主な 漁場は、北 太平洋とア ラスカ沿岸 、ベーリン グ海である 。 

漁法につい ては、遠洋 ではトロー ル、延縄漁 業が主体で あり、沖合 ・沿岸 に つ

いても大中 小数多くの 船団が母港 としており 、同港は水 産業に重要 な役割を 果 た

している。 特に遠洋で 操業する漁 船は加工漁 船のため、 漁獲後、洋 上で加工 や 凍

結までを行 う。或いは 、アラスカ 沿岸の漁港 に陸揚げし て現地で加 工や凍結 を 行

っている。  

ただし、こ れらの生産 者は、シア トルにオフ ィスを構え ていること から、漁 獲 、

加工に関す る情報は、 シアトルで 集中管理し ている。そ のため、関 連する仲 買 業

者、加工業 者、サプラ イヤー、バ イヤー等も シアトルに 拠点を構え ている。 ア メ

リカを代表 する水産基 地があるシ アトルには 、日本から も 10 社以 上の水産会 社

がオフィス を構えてい るとされて いる。  

 

 

図Ⅶ .3-1 Pier 90, 91 は、大型漁船(ファクトリ ートローラ ー)のシア トルにおけ

る停泊港で あり、夏季 はクルーズ 船ターミナ ルとして利 用 

  

図Ⅶ .3-2 フィッシ ャーマンズ ・ターミナ ル 図Ⅶ.3-3 ターミナル内鮮 魚売場  

 



-58 - 

  

図Ⅶ .3-4 岸壁に停 泊する漁船 のタイプは 、スケソ ウ ダラ、マ ダ ラを漁獲す るキャ

ッチャート ローラー、160 フィート、1500-1800hp、クルー4-5 名、

船内加工はせず、冷海水を使用した鮮魚を扱う 

 

  

図Ⅶ .3-5 カレイ類 、タラ 、赤 魚等の底魚 を漁獲、船 内にて H&G 加工＆冷凍するフ

ァクトリー トローラー 、150 フ ィート、2500HP、クルー30-40 名（内

訳（目安）：ブリッジ 2-3、デッキ 4-6、エン ジニア 2、ファクトリ ー20-25） 

  

図Ⅶ .3-6 カレイ類 、タラ 、赤 魚等の底魚 を漁獲、船 内にて H&G 加工＆冷凍するフ

ァクトリー トローラー 、107 フィート、1500HP、クルー20 名（内訳（ 目

安）：ブリ ッジ 2、デ ッキ 4-5、エンジニ ア 2、ファ クトリー10-12） 
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４．水産物 卸売業者 D 社 

 

 D 社は、北南米、ア ジア、欧州 、中近東、 アフリカに 拠点を持つ 日系の総合 商社

である。国 内の水産物 の取り扱い においても 輸入シェア は業界トッ プレベルで ある 。 

米国内では 、東海岸、 西海岸、南 部に拠点を 持つ。本調 査では、ニ ューヨー ク を

拠点とする オフィスを 訪問して、 ヒアリング 調査にご協 力頂いた。 同社のニュ ー ヨ

ークにおけ る活動は半 世紀近くに も及んでい る。  

北大西洋や 北海周辺で 獲れた冷凍 のアジ、サ バ、シシャ モ、サケ、 ニシン、数 の 

子や底魚等 を日本や中 国向けに販 売しており 、1,000 億 円／年以上 の売上げが ある 。 

 

（１）  品質衛生管 理について  

品質衛生管 理対策とし て、年間に 検査費用 で 1 億円以上かけて いるが、品 質 衛

生管理の専 門部署を設 けていない 。元来、品 質衛生管理 のノウハウ を持つ経 験 者

を雇用して いる。大手 量販店は、 養殖水産物 について、 水産用医薬 品が関係 す る

ため、特に 品質衛生管 理は厳しく 要求される 。 

 

（２）  USDC NOAA（商務 省国立海洋 大気庁）に ついて  

USDC NOAA から証 明を取得し て水産物の 輸出をして いる。USDC NOAA の

検査は簡単 なので、パ ッカーに任 せて問題な い。  

USDC 認証マークは 、米国民の 関心が少な いので、パ ッカーが興 味を示さ な け

れば、やめ ることを考 えている。  

NOAA の SEAFOOD INSPECTION PROGRAM の導入はし ていない。  

 

（３）  食品安全強 化法の影響  

食品安全強 化法の施行 の影響は、 現時点では ほとんど動 きがない。  

 

図Ⅶ .4 D 社のニュー ヨークオフ ィス 現地 採用の日本 人スタッフ が多くいる  
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５．水産物 卸売業者 E 社 

 

E 社は、日 本にもオフ ィスを持ち 、日本を 始 め世界各地 から、約 3,000 種類 の鮮

魚・活魚、 食料品を輸 入する卸売 問屋として 全米に販売 ネットワー クを有する 。 加

工処理、仕 分け、パッ キング、冷 凍庫・冷蔵 庫等を所有 している。 日本食レス ト ラ

ンとの取引 も多い。  

 

（１）  FDA（保 健社会福祉 省食品医薬 品局）につ いて  

①  FDA は、米国内の食 品安全に対 する責任を 有すること から、問題 とする の

はフードセ ーフティが 基本だが、その裏づけ になるセキ ュリティマ ネジメ ン

トも重要で ある。それ は法律では なく、自主 的取り組み である。  

②  食品安全強 化法におい て、水産物 が除外され ているの は 103 条のみ（理 由

HACCP を 取得してい るため）で 、他の条項 は水産物も 対象である 。 

 

（２）  品質衛生管 理について  

①  品 質 衛 生 管 理 の 観 点 か ら 水 産 物 の 取 扱 い の 上 で 関 心 が 高 い も の は 、 養 殖 魚

(薬 、 環 境 由 来 の 化 学 汚 染 物 質 ) 、 パ ッ キ ン グ 、 ラ ベ リ ン グ 、 パ ラ サ イ ト 、

ヒスタミン 、自然毒、 メチル水銀 についてで ある。  

②  品質・衛生管理の強化 について顧 客(レスト ラン)から の要望はな く、むしろ

緩くしてほ しいとの要 求がある。  

③  対 EU 輸出の手続きで は、USDC の判断で輸出可能と なっても 、EU 側の要

求により 、個別のパッ ク方法 、表 示方法など の書類を作 成し、EU の確認が

必要となる 。 

 

（３）  USDC（NOAA）について  

①  工場ウェア ハウス（倉 庫）として 、EU 番号(プライマリ ープロセッ サ PP)

を登録して いる。  

②  EU 認定検 査は USDC（NOAA）が行い、 FDA は直 接関係しな い。USDC

（ NOAA ） か ら コ ン サ ル テ ィ ン グ を 受 け 、 HACCP QMP(Quality 

management Program)に入って実現した 。USDC 職員により 、3 ヶ月に

1 回、１日 の監査を実 施する。認 定後 Web サイトにリ ストが載る 。  

③  認証書類等 は、USDC プログラムポリシー（USDC HACCP QMP）をベ ー

スに 、「 し ては い け ない 」 → 「こ う す る」 の よ うに 裏 返 した 解 釈 で作 成 して

いる。  

④  認定取得は 、ステータ スと言う意 味もある。売上げと評 価は、直結 はしな か

ったが、自 分たちの衛 生品質管理 のレベルは 確実に上が った。  

⑤  商品に USDC GRADE A マー ク等をつけ ることがで きるが、消 費者の反応
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はいまひと つであり、 あまり評価 を受けてい ない。  

（４）  日本の水産 物について  

①  顧客はレス トラン(マ ンハッタン )が多く、 量販店でも 取引されて いる。  

②  同じもので も、日本産 水産物の品 質は高い。ウニでもチ リ産よりも 日本産の

評価が高い 。日本食材 は米国の市 場から求め られている 。 

③  輸送の時間 短縮を考え ることが必 要である。日本で品質 が良くても 、持って

くると品質 はダウンす る。余分 に 2 日かかるなどロ ジスティク スの技術 的

問題がある 。対策とし て空港で活 〆処理等も 行っている が、さらに 良い方法

を求めてい る。活〆直 後の魚は体 熱が高いの で、速やか な冷やし込 みが重要

であること を出荷者の 理解しても らうことも 重要である 。 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

図Ⅶ .５-1 水産物卸 売流通セン ター内  図Ⅶ .５-2 空輸され たハワイ産 カンパチ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅶ .５-3 陸路輸送 された活ロ ブスター 図Ⅶ.５-4 空輸＆陸 路輸送され たサーモン  
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図Ⅶ .５-5 空輸＆陸 路輸送され たマグロ   図Ⅶ .５-6 一次加工処理 場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅶ .５-7 ツナの FDA-HACCP 認証取 得製品 図 Ⅶ.５-8 物流倉庫内 の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅶ .５-9 日本食向 けカルフォ ルニア米  図Ⅶ .５-10  HAZARD 警告版  
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図Ⅶ .５-11 衛生管理手順表示  図Ⅶ.５-12 手洗い 設備 図Ⅶ .５-13 緊 急洗眼器 ※  

 

※ 化 学 物 質（ 洗 剤 や 潤 滑 油 ）を 扱 っ て い る た め 、労 働 安 全 の 観 点 か ら 緊 急 洗 眼 器 を 設 置

し て い る 。 先 進 国 の 食 品 安 全 プ ロ グ ラ ム は こ の よ う な 要 素 を 多 分 に 含 ん で い る 。  
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６．水産物 卸売業者 F 社 

 

 日本トッ プクラスの 鮮魚小売店 の日系企業 であるＦ社 は、スーパ ーフローズ ン マ

グロにおい て世界最大 級のサプラ イチェーン ネットワー クを有して いる。  

超低温冷凍 施設を所有 し、鮮度の 良い高品質 なマグロを 主力商品に ディスト リ ビ

ューター経 由でレスト ラン、寿司 屋等へマグ ロ等を供給 している。  

 

（１）  フードマネ ジメントシ ステムにつ いて  

①  顧 客 で あ る 流 通 業 者 か ら の 要 求 に よ り 、 フ ー ド マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 認 証

SQF Level Ⅱ の 認 証 を 取 得 し て い る 。 主 な 顧 客 は 日 系 ス ー パ ー （ 通 常 の

スーパーで は鮮魚の取 り扱いレベ ルは低い）である。取 り扱い水産 物の品質

をレベルア ップする差 別化は、安 全を武器に 価格競争に 陥らないた めの重 要

な要素であ る。  

②  顧客は全て スーパーマ ーケットで あるが、納 入業者に入 るためには 、なんら

かの認証シ ステムが必 要であった 。生の状態 で品質が良 い物であれ ば、スー

パーは購入 してくれる 。そのため には第三者 機関の認証 を取るか、スーパー

自前の認証 が必要であ る。販売 先 のスーパー は、3 種類 くらいの認 証から 1

つ選ぶよう 提示された 。このため 、コストが 安く、取得 しやすい理 由から フ

ードマネジ メントシス テム認証 SQF を採用した。  

 

（２）  フードマネ ジメントシ ステム認証 についての 取り組み  

①  日本は施設 が重要とさ れやすいが 、米国は自 ら決めたこ とをきちん と実行 し

て い る か ど う か で 判 断 さ れ る た め 、 実 行 で き る シ ス テ ム 作 り が 重 要 で あ る 。 

②  要領／手順 書を作成し て運用して いる。認証 は手順書に 従ったソフ ト運営 が

出来ている か否かを重 視する。手 順書は自分 で考案しパ ートタイム のコン サ

ルを 使 っ て雛 形 を 作っ た 。 ブッ ク に 定め ら れ た規 則 ・ 規制 と の 整合 性 よ り、

決 め た こ と が 目 的 を 達 成 で き る の か ？ 決 め た こ と を 決 め ら れ た と お り に や

っているか ？がポイン トとなる。 フレキシブ ルだが自ら の責任が重 い。  

③  手順書に衛 生管理対応 とその根拠 を含めてい る。基準に 定められた ことが で

きなくても 代替案で可 能ならば審 査に通る。例として、衛生区画へ の出入り

口に Foot bus（足洗い槽）を設 けず、泡洗 剤を定期的 （5 分おき ）に流す

ことで可と なっている 。(規則に なくても、 同じ効果を 証明するこ と。) 

④  検査官は民 間人である 。政府機関 が権威を与 えるのでは なく、民間 機関が権

威を与える 。審査機 関 に SGS5を 使った理由 は近所にそ の機関が存 在したか

らである。  

                                                  
5SGS: 第三者認証機 関。検査、 検証、試験 を行う民間 企業である 。 
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（３）  日本の水産 物輸出につ いて  

①  天然魚は高 いのでマー ケットは限 られるが、日本の魚は 品質が良い ため、白

人向けのマ ーケットで は、ま だま だ需要は伸 びる余地が ある。世代 が変わり、

高くても健 康食を重ん じる傾向が ある。  

②  日本 の 魚 （農 産 物 も） は 、 品質 で 世 界と 戦 え るの で 、 高品 質 の 商品 と し て、

輸 出 を 考 え る 必 要 が あ る 。 マ ー ケ ッ ト を 外 向 き に 考 え る こ と が 重 要 で あ る 。 

③  輸出のため には、実際 あることを 正しく言う だけではだ めで、販売 を意識し

た戦略が必 要である。九州の養殖 マグロ業者 の依頼で卸 業者に対し てマー ケ

ティング調 査を行った ことがある 。そこでは 海外を意識 した回答が 得られ な

かった。日 本の水産物 輸出の拡大 を本気で目 指すならば 、相手国の 事情に合

った考え方 が必要であ る。意識改 革を行うこ とが重要で ある。  

④  日本からの 輸入は、手 続きが大変 なため、法 制度等の整 備が必要と 考えられ

る。経済が 先で、法律 はその後押 しのはずな ので、規則 のための規 則を減 ら

し、柔軟に 考えること が必要であ る。  

⑤  米国食品安 全強化法の 影響は現時 点ではない ようである 。 

⑥  日本の HACCP 証明は輸出業者 が担当して おり、認証 機関は不問 であり、

どこでも良 い。HACCP に関しては、やって いることを 文章にすれ ば通る の

で、特 別な ことをやる 認識はない 。日本 では 施設改善要 求が過剰の ようだが、

それではガ ラパゴス化 になってし まう。コス ト対ベネフ ィットをよ く考え る

ことが必要 である。  

 

  

図Ⅶ .6-1 Ｆ社の加 工場件物流 センター 図Ⅶ.6-2 空輸され た活ロブス ター  
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図Ⅶ .6-3 手洗い場           図Ⅶ .6-4 壁に掛け られた清掃 用具  

 

 

  

図Ⅶ .6-5 真空パッ ク作業       図Ⅶ .6-6 超低温冷 蔵庫  

 

 

  

図Ⅶ .6-7 泡洗浄装 置         図Ⅶ .6-8 NOAA SIP 証書  
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７．二ユー フルトン魚 市場  

 
フルトン魚 市場は、180 年間に 渡って米国 で最も歴史 のある消費 地型魚市場 であ

ったが、2005 年にニューフル トン魚市場 としてブロ ンクス地区 のハンツポ イン ト

食品流通セ ンターの敷 地内に移転 した。マン ハッタンか ら車で 20 分程度、ニ ュー

ヨーク空港 からも車 で 40 分程 度の場所で ある。  

施設に入る には、ゲー トを通る必 要があり、 見学者も含 め有料とな っている。 例

えば、見学 者は 2 ドル／人だが 、雇用者 は 3 ドル／人である 。他に、卸 売業者、バ

イヤー、車 の種類毎に 各々の入場 料が取り決 められてい る。  

当市場は、 米国最大の 魚介類卸売 業組合によ り運営され ており、施 設面積は 40

万平方フィ ートに及び 、世界で東 京築地市場 に次ぐ大き さの規模で ある。約 40 件

近い魚介類 卸売業者が 営業を行っ ており、年 間で 10 億ドル以上の 取扱高があ る。

取扱う魚介 類は、米国 全土だけで なく世界中 から輸送さ れてくる。また、同施 設は 、

屋内完全冷 蔵型の HACCP に対 応した米国 で最先端の 施設とされ ている。  

 

  
図Ⅶ .7-1 ニューフ ルトン魚市 場の   図Ⅶ .7-2 同魚市場 の駐車場  

     フェンス（ 立入自由で ない）       写真中央奥 はゲート  

 

  
図Ⅶ.7-3 売場施設 外壁（写真 左側）  図Ⅶ .7-4 施設内入 場口  

施設ゲート  
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ニューフル トン魚市場 の見取り図 を以下に示 す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅶ .7-5 魚市場見 取り図 参 考出典：http://www.newfultonfishmarket.com/  

荷 卸 し 場  

入 口 6 箇 所  

（ Ａ ～ Ｆ ）  

中

央

通

路  

便 所  

便 所  

便 所  休 憩 所  

空 き ス ペ ー ス  

卸 売 業 者 売 場  

施 設 内 ゲ ー ト  

図Ⅶ.7-4 参照  

図Ⅶ.7-7 参照

図Ⅶ.7-9 参照

図Ⅶ.7-29 参照  

図Ⅶ.7-30 参照

図Ⅶ.7-34 参照  

図Ⅶ.7-35 参照  
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図Ⅶ.7-6 施設内入 場口通路      図Ⅶ .7-7 施設内ゲ ート  

     左側歩行者 、右側リフ ト         左側リフト 用、右歩側 行者 用  

  
図Ⅶ.7-8 リフト用 通路はシャ ッター式 図Ⅶ.7-9 中央通路 （右側）  

     歩行者用通 路は手押し 扉         売場空きス ペース（左 側）  

  
図Ⅶ.7-10 卸売業者 売場       図 Ⅶ .7-11 歩行者専用 通路  

      左上は中 央通路             

所在地：New Fulton Fish Market Cooperative 

HUNTS POINT FOOD DISTRIBUTION CENTER 

800 FOOD CENTER DRIVE BRONX, NY 10474 
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図Ⅶ.7-12 売場の様 子        図 Ⅶ .7-13 入荷前の商 品 

      奥は卸売 業者事務所           奥外に一時 保管  

  
図Ⅶ.7-14 入荷した 商品       図 Ⅶ .7-15 卸売り業者 の伝票  

      木製パレ ットを使用           写真下側枠 内は拡大画 像 

  
図Ⅶ.7-16 横持ちの 様子       図 Ⅶ .7-17 鮮魚の量り 売り  

      リフトは 電動             写真左側は 秤 

 

ニューフル トン魚市場 の営業は 、月～金曜 が AM1 時 ～AM7 時 となってお り、土

日は休みで ある。  

拡 大 画 像  
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図Ⅶ.7-18 鮮魚の陳 列 1       図 Ⅶ .7-19 鮮魚の陳 列 2 

      ダンボー ル製魚箱に 施氷        ダンボール 製魚箱に下 氷  

  
図Ⅶ.7-20 鮮魚の陳 列 3       図 Ⅶ .7-21 鮮魚の陳 列 4（カタ クチイワシ ） 

      日本の魚箱の方がや や厚い       施氷が不十 分なものも ある  

  
図Ⅶ.7-22 鮮魚の陳 列 5       図 Ⅶ .7-23 鮮魚の陳 列 6 

      ステンレ ス台を使用           写真の容器 はホタテ貝 柱 

 

卸売業者、 小売業者、 ニューヨー ク都市圏の レストラン 等の顧客か ら厳しい要 求

に応えるた め高品質の シーフード を提供する ことを目的 とした魚市 場である。
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図Ⅶ.7-24 鮮魚の陳 列 7       図 Ⅶ .7-25 冷凍魚の陳 列（カニ足 ） 

      魚箱は直 置きか木製 パレットを 使用   鮮魚と同じ 売場で陳列  

  

図Ⅶ .7-26 鮪ロイン の陳列      図 Ⅶ .7-27 一次処理用 のまな板  

      解体は売 場で行われ ている       シンクも設 置されてい る 

  

図Ⅶ .7-28 売場内の 手洗い場     図 Ⅶ .7-29 休憩所  

      左上は手 洗い励行の 掲示        写真奥は売 店 

１日に取扱 う魚種は 100～300 品種とされ 、サイズも 豊富である 。鮮魚の他 、

冷凍、加工 ものも多く 扱っている 。 
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図Ⅶ.7-30 トイレの 入口       図 Ⅶ .7-31 トイレの手 洗い場  

      足洗い槽 はない            清掃はきち んと行われ ている  

  
図Ⅶ.7-32 売場施設 清掃用具    図Ⅶ .7-33 電動リフトの 充電  

と水道水供 給用ホース          

  

図Ⅶ .7-34 荷卸し用 プラットホ ーム 図Ⅶ .7-35 出荷用プラッ トホームと  

ドッグシェ ルター  

ニューフル トン魚市場 を利用する 関係者のた めに、衛生 、セキュリ ティ、交通 の

安全、円滑 な運営に資 する規則や 規制が設け られている 。 
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Ⅷ 米国小売業の動向  

１．米国小 売業の概要  

2012 年、米国の小 売業大手の ウォルマー ト、ターゲ ット、Ｋ－ マート、マ イ ヤ

ーが、創業 ５０周年を 迎えた。米 国は、押し も押されも しない先進 商業大国で あり 、

ヨーロッパ の大手小売 業にとって も非常に魅 力のある国 でもあるこ とから、コ ス ト

コ（米国） やウォール マート（米 国）等の米 国勢の他に 、カルフー ル（フラン ス）、

メトロ（ド イツ）、テ スコ（英国 ）といった 各国を代表 する多くの 欧州の小売 業者が

米国に進出 している。 米国市場は 世界最大の 小売市場で ある。（GDP 約 14 兆ド ル

内、約 70%も 9.8 兆ドルを民 間消費が占 める）  

 

米国小売業 上位 10 社の顔ぶれ を見ると、 ディスカウ ントストア が 2 社（ 1・7

位）、スー パーマーケ ットが 2 社（3・10 位）、ドラッグスト アが 2 社（2・5 位）、

ホームセン ターが 2 社（6・9 位）ランク インしてい る。米国の マスマーケ ット業

態 で は 、 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト と デ ィ ス カ ウ ン ト ス ト ア が 40%ず つ と い う 圧 倒 的 な

構成比を占 めている。 この二つの 業態は大衆 薬のみなら ず調剤薬も 積極的に拡 販 し

ているが、 2012 年 度の成長性 では、チェ ーンドラッ グが全体 で 7.7%、既存店ベ

ースで 6.0%と順調 に成長した と言われて いのに対し 、スーパー マーケット は年間

売上げ 2.9%、既存 店成長率 1.3%とい う低い成長 で、食品の 売上げが他 の業態に

奪われてい る構造が続 いている。 これは日本 の小売業に おいても同 様な傾向を 示 し

ており、食 品や一般家 庭用品の販 売ではドラ ッグストア の躍進が目 立つ。  

 

消費者の購 買パターン をみると、 スーパーマ ーケット、 ドラッグス トアそし て デ

ィスカウン トストアが 最も日常的 に利用され る業態であ り、多くの 業態が来店 頻 度

を増すため に食品の取 扱いを増や しており、 例えば、タ ーゲットは 食品と飲料 水 売

り 場 の ス ペ ー ス を 50%増 加 し た り 、 ペ ー パ ー 類 の 売 り 場 も 増 加 す る こ と を 発 表 し

た。第 2 位のセーフ ウエイはラ イフスタイ ルストアを コンセプト に、既存店 の改 装

を展開し、10 年度の 売上げは前 年比 0.9%増の 410 億ドル。ク ラブカード を利用

したロイヤ ルティプロ グラム「Just for You」を導入 し、顧客に 応じてイン センテ

ィブを提供 している。  

 

リーマンシ ョック後割 高感が敬遠 されて業績 が急落した ホールフー ズマーケ ッ ト

は回復し、 10 年度の売上げは 12.1%増の 90 億ドル、純利 益は 67.5%増の 2.4

億ドル。現 在健康への 関心が高い 消費者の囲 い込みをし ており、健 康や食育を テ ー

マにした各 種イベント を展開して いる。好調 なのは小型 で品揃えを 絞り込んだ ス ー

パーのトレ ーダージョ ーで、売上 げは 2009 年度比 35.5%も成長し、85 億ドル

を記録した 。興味深い 新しい動き は、ショッ ピングセン ター内に出 店するスー パ ー

マーケット （ALDI：米国内 29 州で 1155 店舗を 展開するド イツ系スー パー）が
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出てきたこ とだ。ショ ッピングセ ンター内の スーパー進 出はヨーロ ッパでは珍 し く

ないが米国 では稀だが 、モールの 集客した人 々やそこで 働いている 従業員たち の 需

要を見込ん でのことだ 。米国にお ける小売業 は、業態間 競争を繰り 広げながら 、 更

に寡占化は 進行し、消 費者や供給 業者業界団 体・行政に も大きな影 響を与えて いる 。  

 

（2012 年米国小売 業ランキン グ）  

1 位 Wal-Mart 4,469 億ドル 6 位 Home Depot 703 億ド ル

2 位 CVS 

Caremark 

1,077 億ドル 7 位 Target 698 億ド ル

3 位 Kroger 903 億ドル 8 位 Best Buy 507 億ド ル

4 位 Costco 889 億ドル 9 位 Lowe's 502 億ド ル

5 位  Walgreens 721 億 ド ル 10 位 Safeway 436 億 ド ル

  （参照 ：米国誌フ ォーチュン より）  

 

２．米国に おける主な 小売・卸売 業者  

（セーフウ ェイ：Safeway Inc.本社：カリ フォルニア 州プレサン トン市）  

西海岸を中 心に中部大 西洋地域 に 1,740 店舗を展開 し、生鮮食 料品に重 き を

置き、PB ブランドで ある「Eating Right」、「O Organic」の拡 販に力を注 い

で い る 。 西 海 岸 で は 、 Safeway、 Vons、Pavill ion と い う 名 で 店 舗 を 展 開 し

ている。2003 年以降、店舗の コンセプト を「ライフ スタイル・ストア」と 位

置づけ、新 しい店舗で は生鮮食品 、オーガニ ック食品、高級調味料 といっ た 製

品を充実さ せ、他の一 般スーパー とは一味違 う商品展開 をしている 。2010 年

ま で に は 、 総 店 舗 の 88％ を ラ イ フ ス タ イ ル 提 案 型 店 舗 と す る 予 定 で あ る 。

2009 年は大不況の もと、顧客 数は増えた ものの消費 は低迷、ま た一部商 品 の

デフレーシ ョンにより 売り上げは 前年に比 べ 7.38％落ち込んだ 。食品 のみ な

らず、マー ケット内 に 1,300 の薬局を所 有、また 380 のガソリンスタ ン ド

も所有して いるおり、これらの売 り上げはセ ーフウェイ の売り上げ の 9％に 当

たるとされ ている。  

 

（コストコ ：Costco Wholesale Corporation 本社： ワシントン 州イザクワ 市）  

世界 8 カ国・地域（ 米国、カナ ダ、メキシ コ、英国、 日本、韓国 、台湾 、 オ

ーストラリ ア）に約 5,600 万人 のメンバー を擁し、567 の会員 制大型ディ ス

カウントシ ョップを運 営している 。アジアに おける戦略 を強化し、2009 年 に

は、オース トラリアに 第一号店を オープンさ せた。不況 下において も、価 格 、

商品構成の 見直し、プ ライベート ラベルの充 実により、顧客の満足 度を高 め る

企業努力を 行っている 。 
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（ホールフ ーズ：Whole Foods Market Inc.本社： テキサス州 オースチン 市）  

同社は 1980 年、テキサス州に 誕生した世 界一のオー ガニック、 ナチュ ラ ル

フード系ス ーパーであ る。現在 米 国、カナ ダ 、英国 に 289 店舗を 展開。2009

年度は不況 、また一般 のスーパー のオーガニ ック、ナチ ュラル商品 分野の 進 出

に伴い、苦 戦を余儀な くされたが 、2010 年度第 1 四半期に入 り、店舗で の

売り上げ が 7％上昇 、粗利益 は 27.5 億ドルを計上 している。これは、ホ ール

フーズの予 測を超えた ものである と CEO のジョンマッ ケイ氏は伝 えている 。

この期間に 新規に 6 店舗を開店 させ、1 店舗を閉鎖 している。 新規開店 の 店

は コ ス ト パ ー フ ォ ー マ ン ス を 考 慮 し 、 以 前 よ り 売 り 場 面 積 が 小 さ く な っ て い

る。今期中 に 10 店舗 が新規オー プンの予定 である。  

 

（スターバ ックス：Starbucks Corporation 本社： ワシントン 州シアトル 市）  

世界中に店 舗を拡大し 、2009 年 9 月 27 日現在、全 米 に 1 万 1,128 店 舗（ 直

販店 6,764 店舗、ラ イセンス契 約店 4,364 店舗）、海外店舗（ 直販店 2,068

店舗、ライ センス契約 店 3,439 店舗）、合 計 1 万 6,635 店舗を運営して いる。

海 外 マ ー ケ ッ ト の 中 で は 、 ラ イ セ ン ス 契 約 で 運 営 さ れ て い る 日 本 の 店 舗 数 が

875 店舗と圧倒的に 多く、2 位 の韓国 288 店舗を大 きく引き離 している。し

かしながら 、世界的な 不況の影響 を受け、こ の 2 年間で数百の店 舗閉鎖 、 数

千人の解雇 を行うなど 、6 億ドル の経費節減 を伴う経営 改革を断行 した。経 営

改 革 が 功 を 奏 し 、 2009 年 度 第 2 四 半 期 か ら は 改 善 の 兆 し が み え は じ め 、

2010 年度第 1 四半期には収 益率は上が っている。最近では、サンドイッ チ 、

ヨーグルト 系食品、サ ラダ、コー ルドドリン クの種類の 増加など、コーヒ ー 需

要のみなら ず、朝食、 昼食、中食 需要を狙っ た商品を導 入している 。 

 

（シスコ： Sysco Corporation 本社：テキ サス州ヒュ ーストン市 ） 

全米に 180 カ所以上 の配送セン ター、ス ー パー、レ ス トラン、ホ テル、病 院 、

学校等を有 し、40 万社以上の顧 客を持ち 、食品のほか 調理周辺機 器も扱っ て

いる。1969 年に設 立された北 米最大規模 を誇るフー ドサービス 企業である 。

売り上げの 約 60％は レストラン 業界で、次 いで 15％がスーパー 等、5％が フ

ァーストフ ードチェー ン（Wendy's / Arby's）、残り 20％がそ の他となっ て

いる。2009 年はアイ ルランドの 食品会社を 買収し、初 の海外進出 となったが 、

レストラン 業界の不況 の影響が大 きく、経費 節減、事業 の統廃合な どの企 業 努

力にもかか わらず、総 売り上げ、 純利益とも に減少した 。 

（参照：米 国誌フォー チュンより ） 
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Ⅸ  大手小売業の食品安全と品質及び安全性確保対策について  

１．小売業 界と食品安 全管理シス テム  

CIES は世 界最大の小 売業界の団 体である。会員は世 界 150 カ 国 400 社 に及び、

小売業メン バーの総店 舗数は 20 万店舗、総 売上高は 15,000 億ユーロにも 上ると

言われてい る。ウォー ルマートや カルフール 、メトロ、 テスコとい った大手流 通 業

者は勿論の こと、日本 からも小売 業界の代表 幹事してイ オン、イズ ミヤ、製造 業 者

メンバーと して味の素 ・キリン等 数多くの小 売業者・製 造業者が加 入している 。  

 

会員に対し て、食品業 界に影響を 与える基本 戦略や、実 務上の問題 への解決 手 段

を探す手助 けとなる世 界大会、国 際会議、そ れに大学の 講座や特定 テーマを深 く 掘

り下げる小 規模な会合 等を通して 情報を提供 しており、日本におい ても 2009 年 ４

月 20 日に 帝国ホテル においてフ ード・ビジ ネス・フォ ーラムが開 催された。 日本

会議の主な 議題は 2005 年に設 立された GFSI につ いてであっ た。  

 

2000 年 4 月、世界 の CIES 食品小売業メ ンバーの代 表者会合に おいて、今 後の

課題は、食 品の安全性 の向上、消 費者保護の 徹底、また その信頼を 強化するこ と の

必要性が確 認され、2000 年 5 月アイルラ ンドの CIES 年次総会 において GFSI が

採択され、 GFSI の活 動を改善・ 整備すべ く CIES The Food Business Forum の

下部機関と して、GFS I：Global Food Safety Initiative が設 立され、食 品安全管

理 シ ス テ ム の 継 続 的 改 善 と 消 費 者 へ の 食 品 供 給 の 信 頼 性 確 保 と い う 使 命 の 下 GFSI

の戦略的方 向性の決定 と日常の業 務管理を行 っている。  

 

2007 年、GFSI は GFSI ガイダ ンスドキュ メント第 6 版に基づ き、BRC：British 

Retail Consortium Global Standard（ 英 国 小 売 業 協 会 の プ ロ グ ラ ム ）、 IFS ：

International Food Standard (ド イ ツ ・ フ ラ ン ス 小 売 業 協 会 の プ ロ グ ラ ム )、

SQF ： Safe Quality Food (全 米 フ ー ド マ ー ケ ッ ト 協 会 の プ ロ グ ラ ム )、 Dutch 

HACCP の 4 規格が食品安全 規格とし て GFSI に 承認された 。 

さ ら に GFSI は ISO の 最 高 認 定 機 関 で あ る IAF よ り 認 定 を 受 け た こ と か ら 、

FSSC22000 や EUREP GAP 等の規格も ベンチマー ク規格とし て加わり 、小売業

界が支持す るプログラ ムとして注 目されてい る。  

 

日本におい ても、昨年 、コカコー ラが全ての 供給業者 に GFSI 規 格の認証を 義務

付けたこと により認証 の取得が増 加しつつあ り、イオン は、自社農 場・食肉加 工 場

での SQF プラグラム を取得して いることか ら、同社に 納入する大 手食肉業者 を中

心に取得が 広まり、そ の数は 500 を超えている。西 友では既 に PB 商 品について

GFSI 基 準 を 導 入 し て お り 、 今 後 の 小 売 業 の 動 向 を 考 慮 す る と 、 今 後 と も 増 加が予
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測される。  

今回訪問し た USDC/NOAA で は活動費を 大手小売業 界からの支 援に頼って いる

ことから、 彼らの要望 に応じてシ ステムの高 度化を検討 しており、 SIP 自体も 水産

物の監査プ ログラムの 独自性を保 持しながら 、より GFSI 規格に類似してく るも の

と思われる 。 

 

また、今 回 訪問した 、水産物卸売 会社Ｆ社で は既に顧客 要求に応じ て SQF（ 全米

フードマー ケティング 協会の運用 ）規格の認 証を取得し ており、Ｅ 社も大手量 販 店

へ の テ イ ク ア ウ ト 用 の 寿 司 を 販 売 す る 場 合 や 英 国 に 輸 出 す る 際 は BRC Global 

Standard 等認証が必 要との認識 を示してお り、国内外 とも小売業 界からの要 求は

今後ますま す強まるも のと推察さ れる。  

 

 

２．食品安 全規格の概 要 

欧 米 に お い て 小 売 業 の PB 商 品 が 伸 長 し そ の シ ェ ア が 高 ま っ て い る 状 況 か ら 、

1990 年代 から大手小 売業は自社 ブランドの 安全と品質 を確保する ため製造納 入事

業者の生産 管理に関す る基準を導 入し、基準 が守られて いるかどう かを監査す る 制

度を導入し てきた。  

2000 年の EU 指令によって HACCP が 義務化され 、また 、2004 年に制定され

た食品衛生 に関するＥ Ｕ統合規則 （パッケー ジ）により 、安全確保 に関する事 業 者

の 責 任 が 強 調 さ れ た こ と な ど か ら 、 大 手 小 売 業 主 導 の 下 、 連 合 し て HACCP や

ISO9001 あるいは ISO22000 をベースとした独 自の食品の 製造管理基 準を設 定

し、製造納 入事業者の 生産におい て HACCP 等の衛生管理や品質 管理が確実 にな さ

れているか の確認を行 う制度を発 展させてき ている。  

 

（１）  BRC: British Retailer Consortium Global Standard 

1998 年イギリスの 小売業連合 は、小売業 の自社ブラ ンドの製造 納入事業 者 の

製造に関す る評価を行 うための基 準を導入し た。この基 準は、小売 業の生産 販 売

物に対する 適切な注意 義務に対応 するための ものである が、また個 々の小売 業 者

がそれぞれ 独自の基準 の適用と監 査を行うよ りは、統一 された基準 で行う方 が 小

売業にとっ ても製造納 入事業者に とっても効 率的である ことから導 入された も の

で、イギリ スの大手の 小売業のほ とんどで採 用されてい る。  

現在は、小 売業の自社 ブランド製 品の納入業 者の基準と して使われ るばか り で

なく、事 業 者が供給業 者として認 めるかどう かの基準と して使われ るようにな り 、

製造業者の 適正製造規 範として短 期間のうち に産業界に 広く普及し ている。  

さらに、国 際的にもこ の基準が徐 々に普及し 、イギリス のほかカナ ダ、ブ ラ ジ

ル、中国、米国及びタ イでも使用 されており 、全世界で 約 15,000 社以上が 認証

を取得して おり、世界 中で最も汎 用性の高い プログラム と言われて いる。  
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（２）  IFS: International Food Standard 

2002 年にドイツ小売業連合(Hauptverband des Deutshen Einzelhandels)

が食品の安全と品質に関する基準を作成し、それをもとに自社ブランドの食品の製

造納入事業者を監査し、認証する制度を導入した。2003 年にはフランスの流通企

業連合(Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution)がこ

の国際品質規格に参加した。 

2008 年、フランスで IFS に参加している小売業は、FCD の品質委員会（Quality 

Committee）に加入している企業すべてであり、カルフール、オーチャン、メトロ、

カジノ、モノプリ、ピカール、シュルジュレ、プロブラなどである。 

ド イ ツ で の 参 加 小 売 業 は 、 HDE の 食 品 法 品 質 保 証 委 員 会 （ Committee for 

Food Law and Quality Assurance）に参加して いる企業す べてであり 、メト

ロ、アルデ ィ、テング ルマン, AVA, グローバス、マ ーカント、スパー COOP ミ

グロス等の ドイツ全土 のすべての 小売業であ る。  

こ の 国 際 品 質 基 準 は 納 入 製 造 業 者 に 対 す る 監 査 の 基 準 を 定 め た も の で 、

ISO9001 の品質規格 をベースに 適正製造規 範と HACCP 原則を 追加したも ので

ある。規格 第４版で は EU 規則 で法制化さ れたアレル ギー物質及 び遺伝子組 換物

質に関する 規制も取り 入れている 。基本的要 求事項は、 HACCP の 原則、管理 義

務、トレー サビリティ 、改善措置 であり、監 査項目に は 325 項 目のチェッ ク項

目が定めら れているが 日本での普 及度は低い 。 

 

（３）  SQF: Safe Quality Food 

1994 年に農産物及び食品の供給業者が生産する製品の安全と品質をできるだけ

経済的に確保する基準を提供するものとして西オーストラリア農務省で作成された。

この規格は 2003 年に全米フードマーケティング協会(Food Marketing Institute)

の所有となり、2012 年に改定された第 7 版が最新のものとなっている。 

SQF 規格 は、SQF1000 と SQF2000 の２種類が あり、SQF1000 は主に農

産物に適用 されるもの で、SQF2000 は加工食品に適 用されてい る。  

また SQF2000 に は 3 レベ ルが設定さ れており、 レベル 1 は基本的な 食品安

全基準、レ ベル 2 は、HACCP を包含した 食品安全計 画、レベ ル 3 は食品安全 及

び品質を含 む総合マネ ジメント規 格である。レベル 2 以上を達成 した製造供 給 業

者は SQF のロゴマー ク（ISO ガイド 65 に基づく認定の為 ）の使用が 許され て

いる。SQF 基準が満 たされてい るかどうか は SQF 2012 年時 点で SQF 規格を

採用してい る企業は 約 6,500 社といわれ 、FMI のお膝元である 米国が最も 多く、

次いで発祥 の地オース トラリア、 日本を含む アジア各国 、ヨーロッ パ、ラテ ン ア

メリカが多 い。  
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（４）  FSSC22000 

ISO22000：2005 と PAS220（Public Available Specification）を統合し

たものをベースにした食品製造業者のための新しい認証スキームである。 

FSSC22000 のスキームは、CIAA（European Food and Drink Association: 

EU 食品飲料産業連合）の支援を受け、FFSC 財団（Foundation for Food Safety 

Certification）が開発･運営をしており、GFSI により、2009 年 5 月 27 日付けで

ベンチマーク（規格）として正式に承認を受けた。ISO22000 の認証に追加条項

（PAS220-ISO22002-1）を付加したものであり、馴染みやすいことから、日本

では急速に普及しつつあり、JAB（日本適合性認定協会）も認定を始めている。 

 

（５）  関連資料  

関連資料 15： SQF Code Edition 7 （日本語版） 

関連資料 16： GFSI_Guidance_Document_Sixth_Edition_Version_6.2 

（日本語版） 

関連資料 17： FPA チェックリスト（日本語版） 

 

 

３．今後の 動向  

欧米の小売 業が主導し ている食品 安全に関す るグローバ ル規格は、 政府が定 め 、

実施してい る食品安全 措置のみで は、消費者 の十分な信 頼を得るこ とができな い と

の認識に基 づき、BSE の発生後、食品の 安 全を確認す るためには 、どのよ う な生産

が行われた のか生産過 程のチェッ クが必要で あるとの消 費者の考え 方が強まっ て き

たことを背 景として生 まれてきた と考えられ る。  

欧米では、 安全な食品 の確保は第 一には事業 者の責任で あるとの考 え方が法 制 度

的にも社会 的通念とし ても日本よ り徹底して いることも 、このよう な食品安全 に 関

する民間基 準が発達し てきた理由 のひとつで もある。  

また、EU が 1985 年の理事会 決議により 、安全など の基本的事 項以外は EU の

法制による 加盟国間調 整は行わず 、民間の基 準によるこ ととし、そ のために ISO 等

を奨励した ことも、こ のような民 間基準が発 展してきた 大きな理由 であると思 わ れ

る。欧米の 民間基準は 、一企業単 位でなく多 くの企業が 採用するこ とができる 共 通

の基準であ り、また、 国際的な調 整もなされ ており、さ らに、基準 の内容は原 則 公

表で内容の 透明性は高 い。  

欧米の民間 基準は、政 府の規制を 補完する意 味合いで基 準の導入が 可能であ り 、

輸出国の企 業にも適用 できるとい う点で輸入 食品のより 高度な安全 確保にも貢 献 で

きる制度で もあると思 われる。政 府の規制を 上回るかな り詳細な基 準を遵守し て い

くためには 、追加的コ ストが必要 であるが、 これが生産 から消費者 への販売ま で の

過程で、関 係業界がど のようにコ スト負担す べきかとい う問題があ り、取引上 の 交

渉力の強い 業界は弱い 業界に追加 コストをし わ寄せする ことになり やすいが、 一 度
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の認証で、 他の供給業 者の監査を 行なわない ようことに より、コス トパフォー マ ン

を上げるべ く協議が続 いている。  

WTO における SPS 協定では、科学的な根 拠を説明で きない食品 安全規制を とっ

てはならな いとされて おり、その 他の規格・ 基準につい ても TBT 協定が合意 され

てはいるも のの、欧米 の食品安全 基準は WTO 合意を超えた基準 が適用され てい る

事もあり、 流通業のグ ローバリゼ ーションの 中で、これ らの規格基 準が世界的 に 広

く普及して ゆく可能性 は高いと考 えられる。  

今後 、 食料 品輸 出 を目 指す 日 本に とっ て 、EU 規則等 国家 的 規制 への 対 応と 同 様

に、グロー バルマーケ ティングの 進展と小売 業が寡占化 による、こ うした国際 的 な

国際規格へ の対応は不 可欠であろ う。米国の 食品の安全 性管理は、 国家として の 安

全性管理よ りも、小売 業界主導の 自主的な管 理の強化に 向かうもの と思われる 。 

 

1985 年 の EC 理 事 会 決 議 の 方 針 に 基 づ き 、1997 年 の「 食 品 法 の 一 般 原 則 」に 関

する EU 理 事 会 議 事 緑 で は 、 食 品 の 定 義 、 構 成 等 に 関 す る 品 質 基 準 は 、EU の 法制

に よ ら ず 民 間 主 導 で 行 わ れ る べ き と 記 載 さ れ て い る 。  
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Ⅹ 調査結果のまとめと課題  

 

米国における水産物の品質衛生管理の仕組みは、食品衛生に関して、FDA の要件を

満たしていることを条件に、商務省 国立海洋大気庁 海洋漁業局（USDC NOAA NMFS）

のシーフード検査プログラム（SIP）が、水産業界に科学ベースの検査サービスを提供

することによって、水産物の市場性と持続可能性を高める安全性と品質を確保している。

これは強制的ではない、業者が自主的に参加するプログラムであり、業者は、然るべき

料金を支払うことで、サービスを受けることができる、水産食品の「依頼検査」である。

米国ではこのような国内のシステムを活用して、水産物の海外輸出を振興しており、

USDC NOAA NMFS による輸出証明は、衛生部局と連携して行われている。 

 

今回の米国の調査及びこれまでの（社）大日本水産会の調査で、先進国、途上国を問

わず、水産物輸出のための品質や衛生の向上対策や輸出証明は、産業振興の一環として

行われていることが明らかとなった。米国と EU の間には水産食品の衛生の同等性につ

いて議論が合ったことが窺え、保険部局間の覚え書きのもと、輸出証明は産業振興部局

（NOAA）が行うシステムとなっている（P13、23）。我が国のＥＵ輸出の証明システ

ムも、今後、関係機関、業界等が連携を図る協議会が設置されるとのことであるので、

産業振興の観点から、輸出証明が円滑に進むことが期待される。 

他方、我が国における品質衛生の向上対策は、国の支援策を受け、民間自らがその対

策のための各種事業を実施するシステムを採っている。その役割を担う民間機関の役割

は益々大きくなっている。 

 

 アメリカにおける HACCP（品質衛生管理基準）に対する考えは、それぞれの施設、

製品に合った方法を取ればよいとされており、柔軟な対応が認められていた。例えば、

施設、設備の衛生管理対応については、基準にある目的に添った対応をすることが重要

で、基準どおりの実施は必ずしも必要では無いと考えられている。強制法であるがゆえ

に、全ての魚介類関連施設が対応できるように、品質衛生管理運用における基準への対

応方法や認証審査（監査）等が、フレキシブルに運用されていると思量される。このよ

うな管理を可能にするためには、業界が HACCP の内容、意図するところを十分に理解

し、実施することが必要であり、教育・訓練が出来ていることが前提となる。また、監

査員の力量も問われることとなり、十分な教育、訓練が必要となる。 

 

加工流通業者への調査により、対米輸出を伸ばすためのポイントは、①米国の顧客ニ

ーズと流通の仕組みに対応した営業活動、②輸送距離・時間に配慮したロジスティクス

の最適化、③米国の品質衛生管理制度をよく理解した対応、④衛生面での適正な情報表

示方法の実施、⑤バイオテロ法等の法制関連の対応方法の日本国内への周知等にあるこ

とが明らかになった。 

以上 
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Ⅺ 関連資料  

表･.1 米国調査 関 連資料  

＃  資 料 名  概  要  

１  

Fisheries of the United States ･

2011 

 

米 国 の 漁 業 2011 

こ の 報 告 書 は 、 2011 年 に 米 国 領 海 、 米 国 排 他 的 経 済

水 域 （ EEZ） 、 公 海 か ら 水 揚 げ さ れ た 、 商 業 漁 業 の 予 備

報 告 と 遊 漁 の た め の 最 終 報 告 で あ る 。  

 

Web サ イ ト ： NOAA Fisheries Home 

http://www.st.nmfs.noaa.gov/commercial-f isherie

s/fus/fus11/index 

 

２  

European Union: How to export 

Seafood to the European Union 

･ March 2012 Update 

 

EU へ の 水 産 物 輸 出 方 法 2012 年 版

 

食 用 水 産 物 の 貿 易 を 支 配 す る 主 要 な EU 法 の 概 要 を 説 明

し た 報 告 書  

 

（ 巻 末 に 全 文 を 添 付 ： 付 録 １ ）  

 

３  

NOAA Fisheries Service 

Seafood Inspection Program  

Overview 

 

国 立 海 洋 大 気 庁 海 洋 漁 業 局  

シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ ム 概 要  

 

NOAA 訪 問 時 の NOAA 側 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 資 料  

 

（ 巻 末 に 全 文 を 添 付 ： 付 録 ２ ）  

 

４  

NOAA SIP Services Brochure 

 

NOAA シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ ム

紹 介 パ ン フ レ ッ ト  

 

商 務 省 NOAA 漁 業 サ ー ビ ス  

シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ ム の 紹 介 パ ン フ レ ッ ト  

 

（ 巻 末 に 全 文 を 添 付 ： 付 録 ３ ）  

５  

NOAA HANDBOOK 25 

U.S. Department of Commerce 

Seafood Inspection Program 

 

NOAA ハ ン ド ブ ッ ク 25 

USDC の シ ー フ ー ド 検 査  

NOAA Seafood Inspection Program の 組 織 と 業 務 に

関 す る ハ ン ド ブ ッ ク  

第 1 章 ： 管 理  

第 2 章 ： シ ス テ ム 監 査 の た め の 方 針 と 手 順  

第 3 章：設 備 及 び シ ス テ ム の 承 認 に 関 す る 方 針 、手 順 、

お よ び 要 件  

第 4 章 ： ポ リ シ ー 、 手 続 き 、 及 び ロ ッ ト 毎 ロ ッ ト ご と

に 水 産 物 の 監 査 の た め の 要 件  

第 5 章 ： 米 国 の 格 付 基 準 及 び 格 付 の た め の 手 順  

第 6 章 ： 監 査 担 当 者 の 要 件  

第 7 章 ： 認 定  

 

Web サ イ ト  NOAA Fisheries Home 

http://www.seafood.nmfs.noaa.gov/NOAA%20Ha

ndbook25/Table_of_Contents.html 

 

６  

Pol ic ies, Procedures, and 

Requirements 

for the Approval of Facil i t ies 

and Systems 

 

施 設 と シ ス テ ム の 認 証 に 関 す る ポ

リ シ ー 、 手 順 、 お よ び 要 件  

 

シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 、 施 設 と シ ス テ ム の

認 証 に 関 す る ポ リ シ ー 、 手 順 、 お よ び 要 件  

（ NOAA ハ ン ド ブ ッ ク 25 

USDC の シ ー フ ー ド 検 査  第 3 章 ）  

 

同 上 Web サ イ ト  NOAA Fisheries Home 

 

（ 巻 末 に 目 次 を 添 付 ： 付 録 ４ ）  
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７  

USDC_System Compliance 

RatingCriter ia 

 

NOAA シ ー フ ー ド 検 査 プ ロ グ ラ

ム ・ シ ス テ ム 適 合 性 評 価 基 準  

（ チ ェ ッ ク リ ス ト 付 ）  

 

１ ． NOAA HACCP 品 質 管 理 プ ロ グ ラ ム の 要 件  

２ ． シ ス テ ム 適 合 性 評 価 の 説 明 と チ ェ ッ ク リ ス ト  

 

シ ス テ ム 適 合 性 評 価 基 準  

a.品 質 管 理 と 責 任  

b.食 品 安 全  

c.衛 生 と 前 提 プ ロ グ ラ ム  

d.品 質 シ ス テ ム  

e.フ ー ド セ キ ュ リ テ ィ  

 

Web サ イ ト  NOAA Fisheries Home 

http://www.seafood.nmfs.noaa.gov/NOAA%20Ha

ndbook25/Faci l it ies_and_Systems.html#Complian

ce 

 

（ 巻 末 に 抜 粋 を 添 付 ： 付 録 ５ ）  

 

８  

RETAIL HACCP PROGRAM 

流 通 HACCP プ ロ グ ラ ム  

 

RETAIL HACCP PROGRAM 

水 産 物 流 通 業 者 向 け の パ ン フ レ ッ ト  

 

（ 巻 末 に 全 文 を 添 付 ： 付 録 ６ ）  

 

９  

SEAFOOD SPLASH COURSE 

水 産 物 実 践 コ ー ス  

 

SEAFOOD SPLASH COURSE 

FOR SEAFOOD PROFESSIONALS 

水 産 物 流 通 業 者 向 け の パ ン フ レ ッ ト  

 

（ 巻 末 に 全 文 を 添 付 ： 付 録 ７ ）  

 

10 

Importers and Exporters 

 

輸 出 ・ 輸 入 業 者  

USDC Export Inspection-Cert if icat ion Program 

Importers and Exporters 

輸 出 ・ 輸 入 関 連 業 者 向 け の パ ン フ レ ッ ト  

 

（ 巻 末 に 全 文 を 添 付 ： 付 録 ８ ）  

 

11 

JETRO 

米 国 食 品 市 場 概 況 と 水 産 物 輸 出 入  

1． 概 況 ･ト レ ン ド  

(1)米 国 食 品 市 場 5 つ の 魅 力  

(2)日 本 の 輸 出 相 手 国 と し て の 米 国  

(3)各 地 域 の 特 徴  

(4)米 国 に お け る 日 本 食 の 広 が り  

(5)日 本 食 の 推 移  

(6)対 米 食 品 輸 出 の 動 向  

(7)対 米 水 産 物 輸 出 の 動 向  

(8)米 国 の 主 な 輸 入 規 制  

２ ． 輸 入 食 用 水 産 物 に 対 す る 衛 生 要 件  

３ ． 米 国 水 産 物 の 輸 出 入 統 計  

 

（ 巻 末 に 全 文 を 添 付 ： 付 録 １ ０ ）  

 

1２  

US FDA-EU Export Cert if icate 

List （ 2012oct）  

米 国 FDA·EU 輸 出 証 明 書 リ ス ト  

 

（ 巻 末 に 全 文 を 添 付 ： 付 録 １ １ ）  

 

1３  

Offic ial EU l ist2 (EU) Fish and 

Fishery Products Cert if icate 

Lists 

公 式 の EU l ist2 の （ EU） の 魚 や 水 産 物 の 証 明 書 リ ス ト

 

（ 巻 末 に 全 文 を 添 付 ： 付 録 １ ２ ）  

 

1４  2009_FDA-NOAA_MOU_seafoo 商 務 省 NOAA（ USDC NOAA） と 健 康 保 健 省 FDA
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d inspection （ UDHH FDA)の 「 水 産 物 や 施 設 の 検 査 に お け る 協 力 と

情 報 共 有 」 覚 書  

 

（ 巻 末 に 全 文 を 添 付 ： 付 録 １ ３ ）  

 

15 

SQF Code Edit ion 7 （ 日 本 語 版 ）

 

「 SQF コ ー ド 」は 、製 造 過 程・製 品 認 証 基 準 で あ る 。食

品 微 生 物 基 準 全 米 諮 問 委 員 会 ＇ National Advisory 

Committee on Microbiological Cr iter ia for Food: 

NACMCF（ お よ び コ ー デ ッ ク ス 委 員 会 ＇ CODEX 

Al imentar ius Commission（ の「 HACCP 原 則 お よ び ガ

イ ダ ン ス 」 を 用 い て い る 「 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 モ ニ タ

リ ン グ 方 式 ＇ HACCP（ を 基 盤 と し た 食 品 安 全・品 質 管 理

シ ス テ ム で あ り 、 業 界 ま た は 企 業 商 標 付 き 製 品 の 裏 付 け

と な っ て サ プ ラ イ ヤ ー や 顧 客 に メ リ ッ ト を も た ら す こ と

を 目 的 と し て い る 。  

 

（ 巻 末 に 目 次 を 添 付 ： 付 録 １ ４ ）  

（ 水 産 物 産 地 市 場 ・ 品 質 衛 生 管 理 Web サ イ ト  

http://www.ichiba-qc.jp/ で 全 文 公 開 ）  

 

16 

GFSI_Guidance_Document_Sixt

h_Edit ion_Version_6.2（ 日 本 語

版 ）  

GFSI の 主 な 目 的 の 1 つ で あ る 複 数 の 食 品 安 全 マ ネ ジ メ

ン ト シ ス テ ム 間 の 同 等 性 を 判 定 す る た め の ツ ー ル の ひ と

つ 。 食 品 安 全 ス キ ー ム が 承 認 を 獲 得 し 、 さ ら に 適 合 を 求

め る ス キ ー ム に ガ イ ダ ン ス を 与 え る プ ロ セ ス を 規 定 し て

い る 。 さ ら に GFSI の 承 認 を 求 め て い る 食 品 安 全 ス キ ー

ム に 含 め ら れ る べ き 要 求 事 項 、 安 全 な 食 品 や 飼 料 の 生 産

あ る い は 食 品 サ ー ビ ス 提 供 で の 食 品 安 全 に 関 す る 主 な 要

素 を 規 定 し て い る 。  

 

（ 巻 末 に 目 次 を 添 付 ： 付 録 １ ５ ）  

（ 水 産 物 産 地 市 場 ・ 品 質 衛 生 管 理 Web サ イ ト  

http://www.ichiba-qc.jp/ で 全 文 公 開 ）  

  

17 

FPA チ ェ ッ ク リ ス ト （ 日 本 語 版 ）  

 

FPA(Food Products Associat ion-全 米 食 品 加 工 業 協

会 )は 、 現 在 そ の 名 称 を GMA(Grocery Manufacturers 

Associat ion-全 米 食 品 製 造 業 者 協 会 )に 変 更 し て い る が 、

米 国 最 大 規 模 の 食 品 業 界 団 体 の 一 つ で あ る 。 こ の チ ェ ッ

ク リ ス ト は 食 品 製 造 業 者 の 監 査 を 行 う 審 査 員 が 、 監 査 を

行 う 場 合 に 用 い ら れ て い る 。  

 

（ 巻 末 に 全 文 を 添 付 ： 付 録 １ ６ ）  
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